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五
～
八
世
紀
に
お
け
る
大
神
氏
の
氏
族
的
展
開

鈴　

木　

正　

信

一
　
は
じ
め
に

　

大
和
国
城
上
郡
大
神
郷（
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
三
輪
一
帯
）に
本
拠
を
構

え
た
大
神
氏
は
、
大
和
王
権
の
も
と
で
三
輪
山
に
お
け
る
祭
祀
を
執
り
行
っ
た

古
代
氏
族
で
あ
る
。
こ
の
氏
族
に
関
し
て
は
、
文
献
史
学
の
み
な
ら
ず
、
考
古

学
や
文
学
な
ど
様
々
な
学
問
領
域
か
ら
膨
大
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る（
１
（。

し

か
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
に
は
、
王
朝
交
替
論
や
三
輪
山
祭
祀
に
関
す
る
研
究

の
中
で
も
、
一
部
の
説
話
や
人
物
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
も
の
が
多
く
、
こ
の

氏
族
の
全
体
的
な
動
向
を
考
察
の
中
心
に
据
え
た
も
の
は
比
較
的
少
な
い（
２
（。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
大
神
氏
の
実
態
を
解
明
す
る
た
め
の
足
か
が
り
と
し
て
、
お

よ
そ
八
世
紀
頃
ま
で
を
対
象
と
し
、
大
神
氏
に
関
連
す
る
『
古
事
記
』『
日
本

書
紀
』『
続
日
本
紀
』（
以
下『
記
』『
紀
』『
続
紀
』）の
記
事
を
概
観
す
る
こ
と
で
、

こ
の
氏
族
に
い
か
な
る
人
々
の
事
績
が
伝
え
ら
れ
、
ま
た
氏
族
と
し
て
い
か
な

る
道
を
歩
ん
だ
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
改
め
て
時
系
列
的
な
分
析
と
整
理

を
行
い
た
い（
３
（。

　

な
お
、
大
神
氏
の
氏
姓
表
記
に
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
が
見
ら
れ
る
の
で
、

は
じ
め
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
カ
バ
ネ
は
、
古
い
段
階
で
は
「
君
」
姓

を
称
し
て
お
り
、『
紀
』天
武
十
三
年（
六
八
四
）十
一
月
戊
申
条
に「
大
三
輪
君
。

（
略
）凡
五
十
二
氏
賜
姓
曰
朝
臣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
色
の
姓
が
制
定
さ
れ

た
際
に
「
朝
臣
」
姓
を
賜
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
方
、
ウ
ジ
ナ
は
『
記
』

で
は
「
神
」
の
一
文
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。『
紀
』
で
は
「
三
輪
」
と
「
大

三
輪
」が
併
存
し
て
お
り
、お
よ
そ
天
武
朝
頃
か
ら「
大
三
輪
」に
統
一
さ
れ
る
。

そ
し
て
『
続
紀
』
以
降
で
は
、
原
則
と
し
て
「
大
神
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
な
お
、「
神
」
一
文
字
で
「
ミ
ワ
」
と
読
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ

て
「
神
」
と
い
え
ば
三
輪
山
に
鎮
座
す
る
神
を
指
し
た
た
め
と
す
る
本
居
宣
長

以
来
の
説
が
、
現
在
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る（
４
（。

ま
た
、
途
中
か
ら
「
大
」

字
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
氏
族
が
壬
申

の
乱
で
顕
著
な
活
躍
を
し
た
こ
と
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
。
以
上
を
整
理
す

る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
こ
の
氏
族
の
ウ
ジ
ナ
は
、
音
と
し
て
は
「
ミ
ワ
」
か
ら
「
オ
オ

ミ
ワ
」
へ
、
表
記
と
し
て
は
「
神
」
あ
る
い
は
「
三
輪
」
か
ら
「
大
三
輪
」
そ

し
て
「
大
神
」
へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
本
稿
で
は
、
個
人
名
は
原
則

と
し
て
史
料
に
見
え
る
代
表
的
な
表
記
に
し
た
が
い
、
氏
族
名
は
最
終
的
な
表

記
で
あ
る
「
大
神
」
で
統
一
す
る
。

二
　
伝
承
上
の
大
神
氏

⑴
　
大
田
々
根
子

　

大
神
氏
の
人
物（
祖
）と
し
て
『
記
』『
紀
』
に
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
大

田
々
根
子
で
あ
る
。
こ
の
大
田
々
根
子
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
の

で
、
こ
こ
で
は
説
話
の
内
容
を
概
観
す
る
に
留
め
て
お
き
た
い
。

【
史
料
１
】『
記
』
崇
神
段

此
天
皇
御
世
、
伇
病
多
起
、
人
民
死
為
レ

尽
。
爾
天
皇
愁
歎
而
、
坐
二

神

牀
一

之
夜
、
大
物
主
大
神
、
顕
レ

於
二

御
夢
一

曰
、
是
者
我
之
御
心
。
故
、

以
二
意
富
多
多
泥
古
一
而
、
令
レ
祭
二
我
御
前
一
者
、
神
気
不
レ
起
、
国
安
平
。

是
以
駅
使
班
レ

于
二

四
方
一、
求
下

謂
二

意
富
多
多
泥
古
一

人
上

之
時
、
於
二

河

　三
輪（
君
）
　
　大
三
輪（
君
）
　
　大
三
輪（
朝
臣
）

　神（
君
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　大
神（
朝
臣
）
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内
之
美
努
村
一、
見
二

得
其
人
一

貢
進
。
爾
天
皇
問
二

賜
之
汝
者
誰
子
一

也
、

答
曰
、
僕
者
大
物
主
大
神
、
娶
陶
津
耳
命
之
女
、
活
玉
依
毘
売
、
生
子
、

名
櫛
御
方
命
之
子
、
飯
肩
巣
見
命
之
子
、
建
甕
槌
命
之
子
、
僕
意
富
多

多
泥
古
白
。
於
レ

是
天
皇
大
歓
以
詔
之
、
天
下
平
、
人
民
栄
。
即
以
二

意

富
多
多
泥
古
命
一、
為
二
神
主
一
而
、
於
二
御
諸
山
一
拝
二
祭
意
富
美
和
之
大
神

前
一、
又
仰
二
伊
迦
賀
色
許
男
命
一、
作
二
天
之
八
十
毘
羅
訶
一。〈
此
参
字
以
レ

音
也
。〉
定
二
奉
天
神
地
祇
之
社
一、
又
於
二
宇
陀
墨
坂
神
一、
祭
二
赤
色
楯
矛
一、

又
於
二

大
坂
神
一、
祭
二

墨
色
楯
矛
一、
又
於
二

坂
之
御
尾
神
及
河
瀬
神
一、
悉

無
二
遣
忘
一
以
奉
二
幣
帛
一
也
。
因
レ
此
而
伇
気
悉
息
、国
家
安
平
也
。（
略
）

〈
此
意
富
多
多
泥
古
命
者
、
神
君
・
鴨
君
之
祖
。〉

【
史
料
２
】『
紀
』
崇
神
七
年
二
月
辛
卯
条

詔
曰
、昔
我
皇
祖
、大
啓
二
鴻
基
一。
其
後
、聖
業
逾
高
、王
風
転
盛
。
不
レ
意
、

今
当
二
朕
世
一、
数
有
二
災
害
一。
恐
朝
無
二
善
政
一、
取
二
咎
於
神
祇
一
耶
。
蓋
下

命
神
亀
、
以
極
中
致
レ
災
之
所
由
上
也
。
於
是
、
天
皇
乃
幸
二
于
神
浅
茅
原
一、

而
会
二
八
十
万
神
一、以
卜
問
之
。是
時
、神
明
憑
二
倭
迹
々
日
百
襲
姫
命
一
曰
、

天
皇
、
何
憂
二
国
之
不
一レ
治
也
。
若
能
敬
二
祭
我
一
者
、
必
当
自
平
矣
。
天

皇
問
曰
、
教
二

如
此
一

者
誰
神
也
。
答
曰
、
我
是
倭
国
域
内
所
居
神
、
名

為
二
大
物
主
神
一。
時
得
二
神
語
一、
随
レ
教
祭
祀
。
然
猶
於
レ
事
無
験
。
天
皇

乃
沐
浴
斎
戒
、
潔
二

浄
殿
内
一、
而
祈
之
曰
、
朕
礼
レ

神
尚
未
レ

尽
耶
。
何

不
レ
享
之
甚
也
。
冀
亦
夢
裏
教
之
、以
畢
二
神
恩
一。
是
夜
夢
、有
二
一
貴
人
一。

対
二
立
殿
戸
一、自
称
二
大
物
主
神
一
曰
、天
皇
、勿
二
復
為
一レ
愁
。
国
之
不
レ
治
、

是
吾
意
也
。
若
以
二
吾
児
大
田
々
根
子
一、
令
二
祭
吾
一
者
、
則
立
平
矣
。
亦

有
二
海
外
之
国
一、
自
当
帰
伏
。

　
【
史
料
３
】『
紀
』
崇
神
七
年
八
月
己
酉
条

倭
迹
速
神
浅
茅
原
目
妙
姫
・
穂
積
臣
遠
祖
大
水
口
宿
禰
・
伊
勢
麻
績
君
、

参
人
共
同
レ
夢
、
而
奏
言
、
昨
夜
夢
之
、
有
二
一
貴
人
一、
誨
曰
、
以
二
大
田
々

根
子
命
一、
為
下
祭
二
大
物
主
大
神
一
之
主
上、
亦
以
二
市
磯
長
尾
市
一、
為
下
祭
二

倭
大
国
魂
神
一
主
上、
必
天
下
太
平
矣
。
天
皇
得
二
夢
辞
一、
益
歓
二
於
心
一。
布

告
二
天
下
一、
求
二
大
田
々
根
子
一、
即
於
二
茅
渟
県
陶
邑
一
得
二
大
田
々
根
子
一

而
貢
之
。
天
皇
、
即
親
臨
二

于
神
浅
茅
原
一、
会
二

諸
王
卿
及
八
十
諸
部
一、

而
問
二
大
田
々
根
子
一
曰
、
汝
其
誰
子
。
対
曰
、
父
曰
二
大
物
主
大
神
一。
母

曰
二
活
玉
依
媛
一。
陶
津
耳
之
女
。
亦
云
、
奇
日
方
天
日
方
武
茅
渟
祇
之
女

也
。
天
皇
曰
、
朕
当
栄
楽
。
乃
卜
下
使
二
物
部
連
祖
伊
香
色
雄
一、
為
中
神
班

物
者
上、
吉
之
。
又
卜
三
便
祭
二
他
神
一、
不
レ
吉
。

【
史
料
４
】『
紀
』
崇
神
七
年
十
一
月
己
卯
条

命
二
伊
香
色
雄
一、
而
以
二
物
部
八
十
瓮
一、
作
二
祭
神
之
物
一。
即
以
二
大
田
々

根
子
一、
為
下
祭
二
大
物
主
大
神
一
之
主
上。
又
以
二
長
尾
市
一、
為
下
祭
二
倭
大
国

魂
神
一

之
主
上。
然
後
、
卜
レ

祭
二

他
神
一、
吉
焉
。
便
別
祭
二

八
十
万
群
神
一。

仍
定
二
天
社
・
国
社
、
及
神
地
・
神
戸
一。
於
是
、
疫
病
始
息
、
国
内
漸
謐
。

五
穀
既
成
、
百
姓
饒
之
。

【
史
料
５
】『
紀
』
崇
神
八
年
四
月
乙
卯
条

以
二
高
橋
邑
人
活
日
一、
為
二
大
神
之
掌
酒
一。〈
掌
酒
。
此
云
二
佐
介
弭
苔
一。〉

【
史
料
６
】『
紀
』
崇
神
八
年
十
二
月
乙
卯
条

天
皇
、
以
二

大
田
々
根
子
一、
令
レ

祭
二

大
神
一。
是
日
、
活
日
自
挙
二

神
酒
一、

献
二
天
皇
一。（
略
）即
開
二
神
宮
門
一、
而
幸
行
之
。
所
謂
大
田
々
根
子
、
今

三
輪
君
等
之
始
祖
也
。

　

ま
ず
、
史
料
１
に
は
、
崇
神
天
皇
の
時
代
に
疫
病
が
流
行
し
、
人
民
の
多
く

が
死
に
絶
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
天
皇
は
こ
れ
を
憂
い
て
占
い
を
行
う
と
、
大

物
主
神
が
現
れ
、
こ
れ
は
自
分
の
祟
り
で
あ
り
、
大
田
々
根
子
に
自
分
を
祭
ら

せ
る
な
ら
ば
、
祟
り
は
収
ま
る
だ
ろ
う
と
告
げ
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
、
河
内
美

努
村
に
彼
を
捜
し
出
し
、
大
物
主
神
を
祭
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
疫
病
が
収
ま
っ
た

と
あ
る
。
一
方
、『
紀
』
で
も
話
の
大
筋
は
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
崇

神
天
皇
の
時
代
に
疫
病
が
流
行
し
た
た
め
、
天
皇
が
占
い
を
行
う
と
、
大
物
主

神
が
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
に
神
懸
か
り
し
て
、
こ
れ
は
自
分
の
祟
り
で
あ
る
と
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告
げ
た
。天
皇
は
神
託
に
従
っ
て
祭
祀
を
行
っ
た
が
、効
験
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

す
る
と
、
天
皇
の
夢
に
大
物
主
神
が
再
び
現
れ
、
自
分
の
子
孫
で
あ
る
大
田
々

根
子
に
祭
ら
せ
る
よ
う
告
げ
た（
史
料
２
）。
天
皇
が
神
託
を
受
け
た
の
と
同

日
に
、
倭
迹
速
神
浅
茅
原
目
妙
姫
・
大
水
口
宿
禰
・
伊
勢
麻
績
君
ら
三
人
も
同

じ
夢
を
見
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
天
皇
は
大
田
々
根
子
を
捜
索
さ
せ
、
茅
渟
県

陶
邑
に
彼
を
見
つ
け
出
し
た（
史
料
３
）。
そ
し
て
、彼
に
祭
祀
を
行
わ
せ
る
と
、

神
託
の
と
お
り
疫
病
が
収
ま
っ
た（
史
料
４
）。
さ
ら
に
翌
年
に
は
、
高
橋
邑

の
活
日
と
い
う
人
物
を
大
神
の
掌
酒
に
任
命
し
た
上
で（
史
料
５
）、
大
田
々

根
子
に
再
び
大
物
主
神
を
祭
ら
せ
、
活
日
は
天
皇
に
神
酒
を
献
上
し
た
と
い
う

（
史
料
６
）。こ
れ
ら
は
、三
輪
山
に
お
け
る
祭
祀
の
起
源
譚
で
あ
る
。と
同
時
に
、

祭
祀
を
担
当
し
た
大
田
々
根
子
が
大
神
氏
の
祖
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら（
史

料
１
・
６
傍
線
部
）、
そ
こ
に
は
大
神
氏
が
王
権
に
奉
仕
す
る
正
統
性
の
主
張
も

含
ま
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

　

さ
て
、『
紀
』持
統
五
年（
六
九
一
）八
月
辛
亥
条
に
は「
詔
二
十
八
氏
一〈
大
三
輪
。

（
略
）〉
上
二

進
其
祖
等
墓
記
一

」
と
あ
り
、
大
神
氏
を
筆
頭
と
す
る
計
十
八
氏

に「
墓
記
」の
撰
進
が
命
じ
ら
れ
て
い
る（
５
（。
こ
の
こ
と
か
ら
坂
本
太
郎
は
、『
紀
』

に
載
録
さ
れ
て
い
る
氏
族
に
関
連
す
る
記
事
を
詳
細
に
分
析
し
、各
氏
族
の「
墓

記
」
に
出
典
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
抽
出
し
た（
６
（。
た
だ
し
、
こ
の
説
話
に

関
し
て
は
、ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
『
記
』『
紀
』
に
載
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、ま
た
、

か
り
に
こ
の
説
話
が
大
神
氏
の
「
墓
記
」
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
を
素
材
と
し
て
い
な
い
『
記
』
に
も
同
内
容
の
説
話
が
載
録
さ
れ
て
い
る

の
は
不
自
然
で
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
の
説
話
は「
墓
記
」に
拠
る
も
の
で
は
な
く
、

す
で
に
「
旧
辞
」
に
存
在
し
た
と
推
測
し
て
い
る
。「
旧
辞
」
の
性
格
に
つ
い

て
は
、い
ま
な
お
議
論
が
あ
る
が（
７
（、史

料
１
に
「
神
君
」、史
料
６
に
「
三
輪
君
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
は
、
大
神
氏
の
ウ
ジ
ナ
に
「
大
」
が
付
さ

れ
る
以
前
の
古
い
表
記
が
用
い
ら
れ
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
説
話
の
原
形
は
少

な
く
と
も
天
武
朝
以
前
に
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
大
田
々

根
子
に
よ
っ
て
三
輪
山
祭
祀
が
開
始
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
や
、
大
田
々
根
子
を

大
神
氏
ら
の
祖
と
す
る
系
譜
観
念
は
、『
記
』『
紀
』
の
編
纂
段
階
で
作
成
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
前
か
ら
何
ら
か
の
原
形
が
存
在
し
て
お

り
、『
記
』『
紀
』
と
も
に
そ
れ
に
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
８
（。

⑵
　
大
友
主

　

大
田
々
根
子
の
次
に
見
え
る
大
神
氏
の
人
物
と
し
て
は
、
大
友
主
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
の
人
物
は
、『
粟
鹿
大
明
神
元
記（
９
（

』（
以
下
『
元
記
』）で
は
大
田
々

根
子
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
巻
四
「
地
祇
本
紀
」

（
以
下
『
地
祇
本
紀
』）で
は
大
田
々
根
子
の
孫（

（（
（

、『
大
神
朝
臣
本
系
牒
略（

（（
（

』『
三

輪
高
宮
家
系
図（

（（
（

』（
以
下
『
本
系
牒
略
』『
髙
宮
系
図
』）で
は
、
大
田
々
根
子

の
三
世
孫
と
な
っ
て
い
る（

（（
（

。

【
史
料
７
】『
紀
』
垂
仁
三
年
三
月
条

新
羅
王
子
天
日
槍
来
帰
焉
。
将
来
物
、
羽
太
玉
一
箇
、
足
高
玉
一
箇
、

鵜
鹿
鹿
赤
石
玉
一
箇
、
出
石
小
刀
一
口
、
出
石
桙
一
枝
、
日
鏡
一
面
、

熊
神
籬
一
具
、
并
七
物
。
則
蔵
二
于
但
馬
国
一、
常
為
二
神
物
一
也
。〈
一
云
、

初
天
日
槍
、
乗
レ
艇
泊
二
于
播
磨
国
一、
在
二
於
完
粟
邑
一。
時
天
皇
遣
下
三
輪

君
祖
大
友
主
、
与
二
倭
直
祖
長
尾
市
一
於
播
磨
上、
而
問
二
天
日
槍
一
曰
、
汝

也
誰
人
、
且
何
国
人
也
。
天
日
槍
対
曰
、
僕
新
羅
国
主
之
子
也
。
然
聞
三

日
本
国
有
二
聖
皇
一、
則
以
二
己
国
一
授
二
弟
知
古
一
而
化
帰
之
。
仍
貢
献
物
、

葉
細
珠
、
足
高
珠
、
鵜
鹿
鹿
赤
石
珠
、
出
石
刀
子
、
出
石
槍
、
日
鏡
、

熊
神
籬
、
膽
狭
浅
大
刀
、
并
八
物
。
仍
詔
二
天
日
槍
一
曰
、
播
磨
国
完
粟
邑
、

淡
路
島
出
浅
邑
、是
二
邑
、汝
任
意
居
之
。
時
天
日
槍
啓
之
曰
、臣
将
住
処
、

若
垂
二
天
恩
一、
聴
二
臣
情
願
地
一
者
、
臣
親
歴
二
視
諸
国
一、
則
合
二
于
臣
心
一

欲
レ
被
レ
給
。
乃
聴
之
。
於
是
、
天
日
槍
自
二
菟
道
河
一
泝
之
、
北
入
二
近
江

国
吾
名
邑
一
而
暫
住
。
復
更
自
二
近
江
一
経
二
若
狭
国
一、
西
到
二
但
馬
国
一
則

定
二

住
処
一

也
。
是
以
、
近
江
国
鏡
谷
陶
人
、
則
天
日
槍
之
従
人
也
。
故
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（
四
）

天
日
槍
娶
二
但
馬
出
嶋
人
、
太
耳
女
麻
多
烏
一、
生
二
但
馬
諸
助
一
也
。
諸
助

生
二
但
馬
日
楢
杵
一。
日
楢
杵
生
二
清
彦
一。
清
彦
生
二
田
道
間
守
一
也
。〉

【
史
料
８
】『
紀
』
仲
哀
九
年
二
月
丁
未
条

天
皇
忽
有
二
痛
身
一
、
而
明
日
崩
。
時
年
五
十
二
。
即
知
、
不
レ
用
二
神
言
一

而
早
崩
。〈
一
云
、
天
皇
親
伐
二

熊
襲
一

中
二

賊
矢
一

而
崩
也
。〉
於
是
、
皇

后
及
大
臣
武
内
宿
禰
、
匿
二

天
皇
之
喪
一、
不
レ

令
レ

知
二

天
下
一。
則
皇
后

詔
二
大
臣
及
中
臣
烏
賊
津
連
・
大
三
輪
大
友
主
君
・
物
部
膽
咋
連
・
大
伴

武
以
連
一
曰
、
今
天
下
未
レ
知
二
天
皇
之
崩
一。
若
百
姓
知
之
、
有
二
懈
怠
一
者

乎
。
則
命
二
四
大
夫
一
、
領
二
百
寮
一
、
令
レ
守
二
宮
中
一。
窃
收
二
天
皇
之
屍
一、

付
二
武
内
宿
禰
一、
以
従
二
海
路
一
遷
二
穴
門
一。
而
殯
二
于
豊
浦
宮
一、
為
二
无
火

殯
斂
一。〈
无
火
殯
斂
、
此
謂
二
褒
那
之
阿
餓
利
一。〉

　

史
料
７
に
は
、
新
羅
か
ら
来
訪
し
た
天
日
槍
を
尋
問
す
る
た
め
に
、
倭
直
の

祖
の
長
尾
市
と
と
も
に
播
磨
へ
派
遣
さ
れ
た
と
あ
る
。
一
方
、
史
料
８
に
は
、

仲
哀
天
皇
が
崩
じ
た
際
、
神
功
皇
后
と
武
内
宿
禰
の
命
を
受
け
て
、
中
臣
烏
賊

津
連
・
物
部
膽
咋
連
・
大
伴
武
以
連
ら
と
と
も
に
、
宮
中
を
警
護
し
た
と
あ

る（
（（
（

。

　

ま
ず
、
史
料
８
に
お
い
て
、
大
友
主
は
「
四
大
夫
」
の
一
人
と
し
て
登
場
し

て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
大
神
氏
が
い
わ
ゆ
る
大

夫
層
を
構
成
す
る
氏
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
後
述
す
る
よ

う
に
、
三
輪
君
逆
が
敏
達
天
皇
の
寵
臣
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
踏

ま
え
る
な
ら
ば（
史
料
18
・
後
掲
）、こ
の
理
解
は
首
肯
す
べ
き
で
あ
る
。た
だ
し
、

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
四
大
夫
」
の
氏
族
構
成
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
四

大
夫
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
臣
烏
賊
津
連
・
大
三
輪
大
友
主
君
・
物
部
膽

咋
連
・
大
伴
武
以
連
の
四
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
朱
鳥
元
年（
六
八
六
）

の
天
武
天
皇
の
殯
に
お
い
て
は
、
石
上
朝
臣
麻
呂
が
法
官
、
大
三
輪
朝
臣
高
市

麻
呂
が
理
官
、
大
伴
宿
禰
安
麻
呂
が
大
蔵
、
藤
原（
中
臣
）朝
臣
大
嶋
が
兵
政

官
の
誄
を
そ
れ
ぞ
れ
奏
上
し
て
お
り（
史
料
38
・
後
掲
）、順
番
は
異
な
る
も
の
の
、

大
神（
大
三
輪
）・
物
部（
石
上
）・
大
伴
・
中
臣（
藤
原
）の
各
氏
が
そ
ろ
っ
て

見
え
て
い
る
。
ま
た
、
史
料
８
に
は
「
大
三
輪
」
と
あ
る
が
、
冒
頭
で
も
述
べ

た
通
り
、
こ
れ
は
天
武
朝
頃
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
次
的
な
氏
姓

表
記
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
記
事
に
お
け
る
「
四

大
夫
」
の
氏
族
構
成
に
は
、
七
世
紀
末
に
お
け
る
議
政
官
の
そ
れ
が
反
映
し
て

い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
。
こ
の
記
事
の
内
容
が
全
て
創
作
と
は
言
い
切
れ
な

い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
「
四
大
夫
」
が
仲
哀
天
皇
の
殯
宮
に
奉
仕
し
た
と
い

う
点
は
、『
紀
』
編
纂
段
階
に
お
い
て
付
加
さ
れ
た
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る（
（（
（

。

　

一
方
、史
料
７
に
は
「
三
輪
君
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
記
事
と
は
異
な
り
、

「
大
」
が
付
さ
れ
る
以
前
の
古
い
氏
姓
表
記
を
留
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
大

友
主
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
長
尾
市
は
、
こ
こ
で
は
「
倭
直
」
の
祖
と
さ

れ
て
い
る
が
、大
倭
氏
の
氏
姓
表
記
も
、も
と
は
「
倭
直
」
で
あ
り
、つ
い
で
「
倭

連
」
に
改
姓
し（『
紀
』
天
武
十
年（
六
八
一
）四
月
庚
戌
条
・
十
二
年（
六
八
三
）

九
月
丁
未
条
）、『
紀
』
天
武
十
四
年（
六
八
五
）六
月
甲
午
条
よ
り
後
は
「
大

倭
連
」
と
い
う
表
記
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
史
料
７
は
、大
神
氏
・

大
倭
氏
と
も
に
古
い
氏
姓
表
記（
三
輪
君
・
倭
直
）で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

天
武
朝
以
前
に
成
立
し
て
い
た
大
神
氏
・
大
倭
氏
の
祖
先
伝
承
に
依
拠
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
史
料
７
で
は
、
大
友
主
は
「
三
輪
君
祖
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
前

掲
し
た『
紀
』崇
神
八
年
十
二
月
乙
卯
条（
史
料
６
）で
は
、大
田
々
根
子
に
も「
三

輪
君
等
之
始
祖
」と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の「
等
」の
中
に
は
、前
掲
し
た『
記
』

崇
神
段（
史
料
１
）に
「
此
意
富
多
多
泥
古
命
者
、
神
君
・
鴨
君
之
祖
」
と
あ

る
ほ
か
、『
紀
』
神
代
第
八
段
一
書
第
六
に
「
此
大
三
輪
之
神
也
。
此
神
之
子
。

即
甘
茂
君
等
大
三
輪
君
等
」、『
姓
氏
録
』
大
和
神
別 

賀
茂
朝
臣
条
に
「
大
神

朝
臣
同
祖
。
大
国
主
神
之
後
也
。
大
田
田
禰
古
命
孫
大
賀
茂
都
美
命
。〈
一
名

大
賀
茂
足
尼
。〉
奉
齋
賀
茂
神
社
也
」、『
同
』
摂
津
国
神
別 

神
人
条
に
「
大
国
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（
五
）

主
命
五
世
孫
大
田
々
根
子
命
之
後
也
」、『
同
』
未
定
雑
姓 

大
和
国 

三
歳
祝
条

に
「
大
物
主
神
五
世
孫
意
富
太
多
根
子
命
之
後
也
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

鴨
氏
を
は
じ
め
と
す
る
複
数
の
氏
族
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る（

（（
（

。
つ
ま

り
、大
田
々
根
子
は
大
神
氏
と
他
氏
と
の
共
通
の
祖
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

大
友
主
は
大
神
氏
単
独
の
祖
と
い
う
こ
と
に
な
る（

（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
大
神
氏
が

は
じ
め
に
祖
と
仰
い
で
い
た
の
は
む
し
ろ
大
友
主
で
あ
り
、
の
ち
に
大
神
氏
が

他
氏
と
同
祖
系
譜
を
形
成
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ら
の
共
通
の
祖
と
し
て
大

田
々
根
子
と
い
う
新
し
い
神
格
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る（

（（
（

。

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、大
田
々
根
子
が
『
記
』
で
は
「
河
内
之
美
努
村
」（
史

料
１
）、『
紀
』
で
は
「
茅
渟
県
陶
邑
」（
史
料
３
）で
発
見
さ
れ
た
と
あ
る
こ

と
か
ら
、こ
れ
を
祖
と
す
る
大
神
氏
も
本
来
は
こ
の
地
方
を
本
拠
と
し
て
お
り
、

後
か
ら
三
輪
山
麓
地
域
に
移
住
し
て
き
た
と
す
る
説
が
見
ら
れ
た
が
、
上
記
の

よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
見
方
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
大
神
氏
の
氏
族
系
譜
の
形
成
過
程
と
あ
わ
せ
て
、
別
稿
で
詳

論
し
た
い
。

⑶
　
石
床

『
本
系
牒
略
』
と
『
髙
宮
系
図
』
に
は
、
大
友
主
の
子
に
志
多
留
と
い
う
人
物

が
見
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
人
物
は
他
に
見
え
ず
、
系
譜
史
料
で
も
特
に
事
績

が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、実
在
性
は
低
い
と
見
ら
れ
る
。そ
の
後
、『
髙

宮
系
図
』
に
は
、
大
友
主
の
孫
の
代
に
石
床
と
い
う
人
物
を
載
せ
て
い
る
。
こ

の
人
物
に
つ
い
て
も
尻
付
が
な
く
、
他
史
料
に
も
見
え
な
い
た
め
、
同
様
に
実

在
性
は
乏
し
い
。

　

た
だ
し
、
石
床
と
い
う
名
前
か
ら
は
、
三
輪
山
祭
祀
で
磐
座
と
し
て
用
い
ら

れ
た
巨
石
が
連
想
さ
れ
る
。た
と
え
ば
、平
群
坐
石
床
神
社（

（（
（

（『
延
喜
式
神
名
帳
』

大
和
国
平
群
郡
条
）は
、
か
つ
て
は
崖
面
に
露
頭
し
た
巨
大
な
岩
を
御
神
体
と

し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
旧
社
地
お
よ
び
現
社
地
に
は
、
現
在
も
多
数

の
巨
石
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
「
石
床
」
と
は
、
古
代
か
ら
磐
座
な
ど

の
巨
石
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
大
神
氏
に
は
複
姓
氏
族
が
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
神
護
景
雲

二
年（
七
六
八
）に
一
斉
に
大
神
朝
臣
に
改
姓
し
た
大
神
引
田
氏
・
大
神
私
部
氏
・

大
神
波
多
氏
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
史
料
９
】『
続
紀
』
神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）二
月
壬
午
条

大
和
国
人
従
七
位
下
大
神
引
田
公
足
人
・
大
神
私
部
公
猪
養
・
大
神
波

多
公
石
持
等
廿
人
、
賜
二
姓
大
神
朝
臣
一。

　

こ
れ
は
、
大
神
引
田
氏
・
大
神
私
部
氏
・
大
神
波
多
氏
ら
が
大
神
朝
臣
へ
改

姓
し
た
記
事
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
大
神
引
田
氏
の
「
引
田
」
は
、
大
和
国
城
下

郡
辟
田
郷（
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
白
河
付
近
）の
地
名
に
由
来
す
る
と
見
ら

れ
る
。
こ
の
地
に
は
曳
田
神
社
が
鎮
座
し
て
お
り（『
延
喜
式
神
名
帳
』
大
和

国
城
上
郡
条
）、
の
ち
に
は
高
句
麗
に
大
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
三
輪
引
田
君

難
波
麻
呂
が
見
え
る（『
紀
』
天
武
十
三
年（
六
八
四
）五
月
戊
寅
条
）。
次
に
、

大
神
私
部
氏
の
「
私
部
」
と
は
、
皇
妃
一
般
の
経
済
基
盤
と
し
て
置
か
れ
た
部

で
あ
り（

（（
（

、『
紀
』
敏
達
六
年（
五
七
七
）二
月
甲
辰
条
に
設
置
記
事
が
見
え
る
。

大
神
私
部
氏
は
、
全
国
に
置
か
れ
た
私
部
を
管
掌
し
た
中
央
伴
造
と
さ
れ
て
い

る（
（（
（

。
さ
ら
に
、
大
神
波
多
公
の
「
波
多
」
は
、『
延
喜
式
神
名
帳
』
大
和
国
高

市
郡
条
に
波
多
神
社
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村

冬
野
付
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
阿
部
武
彦
氏
は
、
こ
れ
ら
の
三
氏
は
天
武
朝

に
大
神
氏
が
朝
臣
に
改
姓
し
た
際
、
そ
の
範
囲
に
漏
れ
た
氏
族
で
あ
り
、
本
宗

に
近
い
氏
族
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る（

（（
（

。
た
し
か
に
、
大
神
氏
の
複
姓
氏
族

は
八
世
紀
後
半
頃
か
ら
頻
繁
に
改
姓
を
行
う
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
中
で
も
こ

の
三
氏
は
早
い
段
階
で
改
姓
し
て
お
り
、
し
か
も
本
宗
と
同
じ
大
神
朝
臣
を
名

乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
見
え
る
三
人
は
い
ず
れ
も
大
和

国
の
人
と
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
大
神
氏
の
本
宗
と
の
間
に
地
縁
的
な
結
び

つ
き
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
三
氏
は
大
神
氏
の
本
宗
と
比
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（
六
）

較
的
近
い
関
係
に
あ
っ
た
氏
族
と
見
て
差
し
支
え
な
い
。

　

そ
の
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、こ
れ
ら
の
氏
族
が
『
髙
宮
系
図
』
に
お
い
て
、

い
ず
れ
も
石
床
か
ら
分
岐
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
示

す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、
石
床
の
孫
の
猪
子
に
「
波
多
君
之
祖
也
」、
石
床
の
四
世
孫
の

牟
良
・
加
古
志
に
そ
れ
ぞ
れ
「
引
田
君
之
祖
也
」「
私
部
君
之
祖
也
」
と
い
う

尻
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
後
の
時
代
に
活
躍
が
確
認
で
き
る
大

神
氏
の
複
姓
氏
族
の
祖
は
、
す
べ
て
石
床
を
起
点
に
分
岐
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
石
床
と
い
う
人
物
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
複
姓
氏
族

の
系
譜
が
大
神
氏
の
本
宗
と
結
び
付
け
ら
れ
た
際
、
三
輪
山
祭
祀
の
象
徴
と
も

い
え
る
磐
座
を
も
と
に
し
て
創
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
時
期
は
、
改

姓
後
に
系
譜
の
結
合
が
行
わ
れ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
早
く
見
積
も
っ
て
も

八
世
紀
後
半
と
い
う
こ
と
に
な
る
。こ
の
時
期
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、

諸
氏
族
が
た
び
た
び
本
系
帳
を
作
成
・
提
出
し
て
お
り（『
弘
仁
私
記
』
序
文
、

『
中
臣
氏
系
図
』
所
引
「
延
喜
本
系
解
状
」、『
後
紀
』
延
暦
十
八
年（
七
九
九
）

十
二
月
戊
戌
条
な
ど
）、
弘
仁
六
年（
八
一
五
）に
は
『
姓
氏
録
』
が
完
成
す
る

な
ど
、
氏
族
再
編
の
動
き
が
活
発
化
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

情
勢
の
中
で
、
大
神
氏
の
系
譜
に
対
し
て
も
修
正
・
調
整
が
加
え
ら
れ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
五
～
六
世
紀
代
の
大
神
氏

⑴
　
身
狭

　

前
章
で
は
伝
承
上
の
人
物
を
概
観
し
た
が
、
次
に
実
在
の
人
物
に
つ
い
て
見

て
い
き
た
い
。
ま
ず
『
本
系
牒
略
』
で
は
志
多
留
の
子
、『
髙
宮
系
図
』
で
は

石
床
の
子
に
、
身
狭
と
い
う
人
物
が
見
え
る
。
志
多
留
・
石
床
は
伝
承
上
の
人

物
で
あ
る
が
、
こ
の
身
狭
は
大
神
氏（
の
前
身
集
団
）の
中
で
最
初
に
実
在
し

た
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
。

【
史
料
10
】『
紀
』
雄
略
即
位
前
紀

御
馬
皇
子
、
以
三
会
善
二
三
輪
君
身
狭
一
故
、
思
二
欲
遣
一レ
慮
而
往
。
不
意
、

道
逢
二

邀
軍
一
、
於
二

三
輪
磐
井
側
一

逆
戦
。
不
レ

久
被
レ

捉
。
臨
レ

刑
指
レ

井

而
詛
曰
、
此
水
者
百
姓
唯
得
レ
飲
焉
。
王
者
独
不
レ
能
レ
飲
矣
。

　

こ
の
記
事
は
、
御
馬
皇
子
が
か
ね
て
か
ら
親
交
の
あ
っ
た
三
輪
身
狭
の
も
と

に
向
か
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
途
中
で
大
泊
瀬
皇
子（
の
ち
の
雄
略
天
皇
）の

軍
勢
に
待
ち
伏
せ
さ
れ
、
三
輪
磐
井
の
地
で
戦
っ
た
が
、
敗
れ
て
捕
ら
え
ら
れ

た
。
そ
し
て
、
処
刑
さ
れ
る
に
及
ん
で
近
く
の
井
戸
を
詛
っ
た
、
と
い
う
内
容

で
あ
る
。
こ
の
前
段
に
は
、
大
泊
瀬
皇
子
が
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
、
自
ら
の

同
母
兄
に
あ
た
る
八
釣
白
彦
皇
子
・
坂
合
黒
彦
皇
子
や
、
御
馬
皇
子
の
同
母
兄

に
あ
た
る
市
辺
押
磐
皇
子
な
ど
、
同
世
代
の
皇
子
を
次
々
と
殺
害
し
て
い
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
御
馬
皇
子
が
身
狭
の
も
と
に
向
か
っ
た
の

は
、
次
は
自
分
の
身
に
危
険
が
及
ぶ
こ
と
を
察
知
し
て
協
力
を
求
め
る
た
め
で

あ
っ
た
と
、
少
な
く
と
も
『
紀
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
い
て
は
推
測
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、身
狭
以
前
に
『
記
』『
紀
』
に
登
場
し
た
大
田
々
根
子
や
大
友
主
は
、

と
も
に
大
神
氏
の
「
祖
」
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し（
史
料
１
・
６
）、
身
狭
以

降
は
そ
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
身
狭
と
そ
れ
以
前
の
人
物
と
の

（
略
）
　
　志
多
留

　
　石
床

　
　身
狭

　
　（略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　○

　
　
　

 

○

　
　
　
　牟
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（引
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　猪
子

　
　
　加
古
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（波
多
）
　
　（私
部
）
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間
に
は
、
そ
の
実
在
性
に
段
階
差
が
看
取
さ
れ
る
。

　

こ
の
記
事
に
は
、
身
狭
や
三
輪
磐
井（

（（
（

な
ど
、
具
体
的
な
人
名
・
地
名
が
見
え

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
記
事
は
大
神
氏
の
「
墓
記
」
か
ら
出
た
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
た
し
か
に
、そ
の
可
能
性
は
あ
る
が
、大
神
氏
の
「
墓

記
」
か
ら
出
た
の
で
あ
れ
ば
、
大
泊
瀬
皇
子
と
御
馬
皇
子
の
皇
位
継
承
争
い
が

話
の
本
筋
と
し
て
描
か
れ
、
肝
心
の
大
神
氏
の
人
物
が
何
の
活
躍
も
見
せ
ず
、

単
な
る
脇
役
で
登
場
す
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
じ
く
天

皇
の
飲
食
の
禁
忌
に
関
わ
る
次
の
記
事
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

【
史
料
11
】『
紀
』
武
烈
即
位
前
紀

大
伴
金
村
連
謂
二
太
子
一
曰
、
眞
鳥
賊
、
可
レ
撃
。
請
討
之
。
太
子
曰
、
天

下
将
レ
乱
。
非
二
希
レ
世
之
雄
一、不
レ
能
レ
済
也
。
能
安
レ
之
者
、其
在
レ
連
乎
。

即
与
定
レ

謀
。
於
是
、
大
伴
大
連
、
率
レ

兵
自
将
、
囲
二

大
臣
宅
一。
縱
レ

火

燔
之
。
所
レ

撝
雲
靡
。
眞
鳥
大
臣
、
恨
二

事
不
一レ

済
、
知
二

身
難
一レ

兔
。
計

窮
望
絶
。
広
指
レ
臨
詛
。
遂
被
二
殺
戮
一。
及
二
其
子
弟
一
。
詛
時
唯
忘
二
角
鹿

海
塩
一
、不
二
以
為
詛
一。
由
レ
是
、角
鹿
之
塩
、為
二
天
皇
所
食
一。
余
海
之
塩
、

為
二
天
皇
所
忌
一。

　

こ
の
記
事
は
、
武
烈
天
皇
と
大
伴
金
村
が
平
群
真
鳥
を
討
伐
し
た
記
事
で
あ

る
。
大
伴
金
村
の
兵
に
邸
宅
を
囲
ま
れ
た
平
群
真
鳥
は
、
も
は
や
逃
げ
ら
れ
な

い
こ
と
を
悟
り
、
塩
を
詛
っ
て
死
ん
だ
が
、
角
鹿
の
塩
だ
け
は
忘
れ
て
詛
わ
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
角
鹿
の
塩
は
天
皇
の
食
用
と
な
り
、
他
の
産
地
の
塩
は
天

皇
の
忌
む
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
真
鳥
が
塩
を
詛
っ
た
後
で

殺
害
さ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
真
鳥
に
よ
る
呪
詛
行
為
が
、
角

鹿
の
塩
の
み
が
天
皇
の
食
用
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
起
源
の
説
明
に
な
っ
て
い

る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
史
料
10
は
、
御
馬
皇
子
が
三
輪
磐
井
の
水
を
詛
っ
た
結
果
、

天
皇
に
い
か
な
る
影
響
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
彼
は
「
臨
刑
」
と
あ
る
の
み
で
、
最
終
的
に
処
刑
さ
れ
た
の
か
ど
う

か
も
定
か
で
な
い
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
大
泊
瀬
皇
子
が
討
伐
し
た
他
の

人
物
た
ち
の
描
写
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。具
体
的
に
は
、

八
釣
白
彦
皇
子
は「
皇
子
見
其
欲
害
黙
坐
不
語
。
天
皇
乃
抜
刀
而
斬
」、葛
城
円
・

坂
合
黒
彦
皇
子
・
眉
輪
王
は
「
天
皇
不
許
。
縱
火
燔
宅
。
於
是
。
大
臣
与
黒
彦

皇
子
。
眉
輪
王
。
倶
被
燔
死
」、市
辺
押
磐
皇
子
は
「
即
射
殺
市
辺
押
磐
皇
子
」、

佐
伯
部
売
輪
は
「
天
皇
尚
誅
之
」
な
ど
と
あ
り（『
紀
』
雄
略
即
位
前
紀
）、
い

ず
れ
も
大
泊
瀬
皇
子
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
史
料
10
の
も
と
に
な
っ
た
原
伝
承
に
は
続
き
が
存
在
し
て

お
り
、
そ
こ
に
三
輪
磐
井
の
水
の
呪
詛
に
関
わ
る
顛
末
や
、
大
神
氏
に
関
す
る

具
体
的
な
内
容（
推
測
す
る
な
ら
ば
身
狭
の
活
躍
な
ど
）が
伝
え
ら
れ
て
い
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
が
『
紀
』
編
纂
段
階
で
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
た
際
、

皇
位
継
承
争
い
に
関
わ
る
部
分
の
み
が
抜
粋
・
載
録
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
部
分

は
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
想
定
す
る
な

ら
ば
、
身
狭
が
特
に
何
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
脇
役
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点

に
つ
い
て
も
、
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
雄
略
天
皇
の
時
代
に
は
、
大
神
氏
や
三
輪
山
に
関
係
す
る
説
話
が
複

数
見
ら
れ
る
。
以
下
、
三
件
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

【
史
料
12
】『
紀
』
雄
略
十
四
年
三
月
条

命
二
臣
連
一
迎
二
呉
使
一。
即
安
二
置
呉
人
於
檜
隈
野
一。
因
名
二
呉
原
一。
以
二
衣

縫
兄
媛
一、
奉
二

大
三
輪
神
一。
以
二

弟
媛
一

為
二

漢
衣
縫
部
一

也
。
漢
織
・
呉

織
衣
縫
、
是
飛
鳥
衣
縫
部
・
伊
勢
衣
縫
之
先
也
。

【
史
料
13
】『
紀
』
雄
略
七
年
七
月
丙
子
条

天
皇
詔
二

少
子
部
連
蜾
蠃
一

曰
、
朕
欲
レ

見
三
諸
岳
神
之
形
一。〈
或
云
、
此

山
之
神
為
二
大
物
主
神
一
也
。
或
云
、
菟
田
墨
坂
神
也
。〉
汝
膂
力
過
レ
人
。

自
行
捉
来
。
蜾
蠃
答
曰
、
試
往
捉
之
。
乃
登
二

三
諸
岳
一、
捉
二

取
大
蛇
一、

奉
レ

示
二

天
皇
一。
天
皇
不
二

齋
戒
一。
其
雷
虺
虺
。
目
精
赫
赫
。
天
皇
畏
、

蔽
レ
目
不
レ
見
、
却
二
入
殿
中
一。
使
レ
放
二
於
岳
一。
仍
改
賜　
レ
　
名
為　
レ
　
雷
。
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（
八
）

【
史
料
14
】『
記
』
雄
略
段

亦
一
時
、
天
皇
遊
行
。
到
レ
於
二
美
和
河
一
之
時
、
河
辺
有
二
洗
レ
衣
童
女
一
。

其
容
姿
甚
麗
。
天
皇
問
二

其
童
女
一、
汝
者
誰
子
、
答
白
、
己
名
謂
二

引
田

部
赤
猪
子
一。
爾
令
レ
詔
者
、
汝
不
レ
嫁
レ
夫
。
今
将
レ
喚
而
、
還
二
坐
於
一レ
宮
。

故
其
赤
猪
子
、仰
二
待
天
皇
之
命
一、既
経
二
八
十
歳
一。
於
レ
是
赤
猪
子
以
為
、

望
レ
命
之
間
、
已
経
二
多
年
一、
姿
體
痩
萎
、
更
無
レ
所
レ
恃
。
然
非
レ
顯
二
待

情
一、
不
レ
忍
レ
於
レ
悒
而
、
令
レ
持
二
百
取
之
机
代
物
一、
参
出
貢
献
。
然
天
皇
、

既
忘
二
先
所
レ
命
之
事
一。
問
二
其
赤
猪
子
一
曰
、
汝
者
誰
老
女
。
何
由
以
参

来
。
爾
赤
猪
子
答
白
、
其
年
其
月
、
被
二
天
皇
之
命
一、
仰
二
待
大
命
一、
至
レ

于
二
今
日
一
経
二
八
十
歳
一。
今
容
姿
既
耆
、
更
無
レ
所
レ
恃
。
然
顯
二
白
己
志
一

以
参
出
耳
。
於
レ
是
天
皇
、
大
驚
、
吾
既
忘
二
先
事
一。
然
汝
守
レ
志
待
レ
命
。

徒
過
二
盛
年
一、是
甚
愛
悲
。
心
裏
欲
レ
婚
、憚
二
其
極
老
一、不
レ
得
二
成
婚
一
而
、

賜
二
御
歌
一。
其
歌
曰
、

美
母
呂
能
。
伊
都
加
斯
賀
母
登
。
賀
斯
賀
母
登
。
由
由
斯
伎
加
母
。

加
志
波
良
袁
登
賣
。

（
御
諸
の　

厳
白
梼
が
も
と　

白
梼
が
も
と　

ゆ
ゆ
し
き
か
も　

白
梼

原
童
女
）

又
歌
曰
、

比
氣
多
能
。
和
加
久
流
須
婆
良
。
和
加
久
閇
爾
。
韋
泥
弖
麻
斯
母
能
。

淤
伊
爾
祁
流
加
母
。

（
引
田
の　

若
栗
栖
秦　

若
く
へ
に　

率
寝
て
ま
し
も
の　

老
い
に
け

る
か
も
）

爾
赤
猪
子
之
泣
涙
、悉
濕
二
其
所
レ
服
之
丹
摺
袖
一。答
二
其
大
御
歌
一
而
歌
曰
、

美
母
呂
爾
。
都
久
夜
多
麻
加
岐
。
都
岐
阿
麻
斯
。
多
爾
加
母
余
良
牟
。

加
微
能
美
夜
比
登
。

（
御
諸
に　

つ
く
や
玉
垣　

つ
き
余
し　

誰
に
か
も
依
ら
む　

神
の
宮

人
）

又
歌
曰
、

久
佐
迦
延
能
。
伊
理
延
能
波
知
須
。
波
那
婆
知
須
。
微
能
佐
加
理
毘
登
。

登
母
志
岐
呂
加
母
。

（
日
下
江
の　

入
江
の
蓮　

花
蓮　

身
の
盛
り
人　

羨
し
き
ろ
か
も
）

爾
多
祿
給
二
其
老
一
女
以
返
遣
也
。
故
、
此
四
歌
、
志
都
歌
也
。

　

ま
ず
、
史
料
12
に
は
、
衣
縫
兄
媛
と
い
う
人
物
を
大
三
輪
神
に
奉
仕
さ
せ
た

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
雄
略
天
皇
の
時
代
に
大
三
輪
神
が
信
仰
さ
れ
、
三

輪
山
に
お
い
て
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
以
前

の
三
輪
山
祭
祀
に
関
す
る
記
事（
史
料
１
～
６
）は
、
い
ず
れ
も
伝
承
の
域
に

留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
三
輪
山
の
山
中
・
山
麓
に
散
在
す
る
祭
祀

遺
跡
群
の
出
土
遺
物
は
、
一
部
に
四
世
紀
後
半
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
含

ま
れ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
中
葉
の
年
代
を
示
す

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
ま
た
、
前
述
の
通
り
、『
記
』『
紀
』
に
登
場
す
る

大
神
氏
の
中
で
、
実
在
し
た
可
能
性
が
格
段
に
高
ま
る
の
は
、『
紀
』
雄
略
即

位
前
紀（
史
料
10
）に
見
え
る
身
狭
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
記
事
は
、

三
輪
山
祭
祀
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
史
料
上
確
認
で
き
る
最
も
古
い

記
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、史
料
13
は
、少
子
部
蜾
蠃
の
説
話
で
あ
る
。
雄
略
天
皇
が
三
諸
岳（
三

輪
山
）の
神
を
見
た
い
と
思
い
、
少
子
部
蜾
蠃
に
こ
れ
を
捕
ら
え
て
来
る
よ
う

に
命
じ
た
。
蜾
蠃
は
三
諸
岳
に
登
っ
て
大
蛇
を
捕
ら
え
、
天
皇
に
献
上
し
よ
う

と
し
た
。
し
か
し
、
天
皇
は
斎
戒
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
大
蛇
は
雷
を
鳴
ら

し
、
そ
の
目
を
爛
々
と
光
ら
せ
た
。
こ
れ
を
恐
れ
た
天
皇
は
殿
中
に
退
き
、
そ

の
ま
ま
大
蛇
を
三
諸
岳
に
放
さ
せ
た
。
そ
し
て
「
雷
」
と
い
う
名
を
賜
っ
た
と

い
う
。
こ
の
記
事
か
ら
は
、
三
輪
山
に
神
が
住
ん
で
お
り
、
そ
の
神
の
正
身
は

大
蛇
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。ま
た
、こ
の
記
事
で
は
、

大
蛇
が
天
皇
に
対
し
て
威
嚇
を
行
い
、
天
皇
は
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。こ
の
こ
と
は『
紀
』崇
神
七
年
二
月
辛
卯
条（
史
料
２
）
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に
お
い
て
、
崇
神
天
皇
が
自
ら
大
物
主
神
を
祭
っ
て
も
効
験
が
得
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
大
三
輪
神
の
祟
神
と
し
て
の
性
質
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う（

（（
（

。

　

な
お
、上
記
の
記
事
の
末
尾
に
見
え
る「
雷
」に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
末
尾
の
一
文
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
少
子
部
蜾
蠃
が
少
子
部
「
雷
」
に
改
名
し
た
す
る
解
釈
と
、
あ
る

い
は
三
諸
岳
を
「
雷
」
丘
に
改
名
し
た
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。『
新
撰
姓
氏
録
』

山
城
諸
蕃 

秦
忌
寸
条
に
は
「
小
子
部
雷
」
と
あ
り
、
前
者
を
採
用
し
て
い
る
。

一
方
、『
日
本
霊
異
記
』（
以
下
『
霊
異
記
』）上
巻
第
一
縁
「
捉
雷
緣
」
に
は
、

同
じ
よ
う
に
少
子
部
蜾
蠃
が
大
蛇
を
捕
ら
え
る
話
が
載
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

ち
ら
は
三
諸
岳（
三
輪
山
）と
は
関
係
が
な
く
、
飛
鳥
の
雷
丘
の
地
名
起
源
譚

と
な
っ
て
お
り
、
後
者
を
採
用
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
す
で

に
平
安
時
代
に
は
二
通
り
の
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ

こ
で
次
の
記
事
に
注
目
し
た
い
。

【
史
料
15
】『
紀
』
雄
略
六
年
三
月
丁
亥
条

天
皇
欲
下
使
二
后
妃
親
桑
一、
以
勧
中
蠶
事
上。
爰
命
二
蜾
蠃
一
〈
蜾
蠃
、
人
名
。

此
云
二

須
我
屢
一。〉
聚
二

国
内
蠶
一。
於
是
、
蜾
蠃
、
誤
聚
二

嬰
児
一、
奉
二

献

天
皇
一。
天
皇
大
咲
、
賜
二
嬰
児
於
蜾
蠃
一
曰
、
汝
宜
自
養
。
蜾
蠃
即
養
二
嬰

児
於
宮
墻
下
一。
仍
賜　
レ
　
姓
、
為　
二
　
少
子
部
連
一。

　

こ
れ
は
、
史
料
13
の
前
段
に
置
か
れ
て
い
る
記
事
で
あ
り
、
同
じ
く
少
子
部

蜾
蠃
の
話
で
あ
る
。雄
略
天
皇
が
草
香
幡
梭
姫
皇
后
に
養
蚕
を
行
わ
せ
る
た
め
、

蜾
蠃
に
命
じ
て
全
国
か
ら
蚕
を
集
め
さ
せ
た
が
、
蜾
蠃
は
誤
っ
て
嬰
児
を
集
め

て
献
上
し
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
、
蜾
蠃
に
嬰
児
を
与
え
て
養
育
さ
せ
、
少
子
部

連
の
姓
を
賜
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
記
事
を
、
史
料
13
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
末

尾
の
一
文
が
そ
れ
ぞ
れ
「
仍
賜
姓
為
少
子
部
連
」（
史
料
15
傍
線
部
）、「
仍
改

賜
名
為
雷
」（
史
料
13
傍
線
部
）と
な
っ
て
お
り
、
二
つ
の
記
事
は
対
応
関
係

に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
記
事
は
、
と
も
に
少
子
部
氏

の
家
記
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
少
子
部
蜾
蠃
の
「
姓
」
に
つ
い
て
、

後
者
は
「
名
」
に
つ
い
て
の
由
来
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、「
雷
」
と
い
う
名
前
を
賜
っ
た
の
は
、
三
諸
岳（
三
輪
山
）で
は

な
く
、
少
子
部
蜾
蠃
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
お
そ
ら
く
『
霊
異
記
』
の
説

話
は
、『
紀
』
の
成
立
後
に
二
つ
の
記
事
の
対
応
関
係
が
意
識
さ
れ
な
く
な
っ

た
結
果
、
雷
丘
の
地
名
起
源
譚
と
し
て
新
た
な
解
釈
が
な
さ
れ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。

　

最
後
に
、
史
料
14
は
、
引
田
部
赤
猪
子
の
説
話
で
あ
る
。
雄
略
天
皇
が
美
和

川
を
通
っ
た
際
、
川
辺
で
衣
服
を
洗
っ
て
い
る
女
性
が
い
た
。
天
皇
が
名
前
を

問
う
と
、
女
性
は
引
田
部
赤
猪
子
と
答
え
た
。
天
皇
は
赤
猪
子
に
対
し
て
、
ま

も
な
く
自
分
の
妻
に
迎
え
る
の
で
、
未
婚
の
ま
ま
で
い
る
よ
う
伝
え
た
。
そ

の
後
、
赤
猪
子
は
天
皇
か
ら
の
連
絡
を
待
っ
て
い
た
が
、
何
の
音
沙
汰
も
な
い

ま
ま
八
十
年
が
過
ぎ
た
。
赤
猪
子
は
自
分
の
思
い
を
伝
え
る
た
め
参
内
し
た

が
、
天
皇
は
彼
女
の
こ
と
を
覚
え
て
い
な
か
っ
た
。
赤
猪
子
が
事
情
を
説
明
す

る
と
、
天
皇
は
た
い
そ
う
驚
き
、
自
分
を
長
年
待
っ
て
い
た
こ
と
を
不
憫
に

思
っ
て
歌
を
賜
っ
た
。
そ
の
歌
に
感
動
し
た
赤
猪
子
も
、
返
歌
を
送
っ
た
。
そ

し
て
、
天
皇
は
赤
猪
子
に
多
く
の
賜
物
を
与
え
た
と
い
う
。
こ
の
説
話
で
天
皇

と
赤
猪
子
が
出
会
っ
た
美
和
川（
三
輪
川
）と
は
、
後
で
触
れ
る
『
万
葉
集
』

九
─
一
七
七
〇
・
一
七
七
一
の
題
詞
に
も
見
え
て
お
り
、
初
瀬
川
の
中
で
も
三

輪
山
の
南
西
麓
付
近
の
流
れ
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
田
部
赤
猪
子
の
「
引

田
」
は
、
前
述
し
た
大
和
国
城
下
郡
辟
田
郷（
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
白
河
付

近
）に
因
む
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
説
話
に
見
え
る
歌
謡
の
中
で
、
赤
猪
子
が

巫
女
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
天
皇
と
赤
猪
子
が
や
り
と
り
し
た
計

四
首
の
う
ち
、
第
一
首
で
は
、
天
皇
が
赤
猪
子
の
こ
と
を
、
御
諸
山（
三
輪
山
）

に
生
え
て
い
る
樫
の
木
の
よ
う
に
、
神
聖
で
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
「
御
諸

の
白
梼
原
童
女
」
と
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
第
三
首
で
は
、
赤
猪
子
が
自
身
の
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こ
と
を
、
御
諸
山（
三
輪
山
）に
玉
垣
を
築
き
、
神
の
も
と
を
離
れ
ず
長
年
奉

仕
し
て
き
た
「
神
の
宮
人
」
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
は
、
雄

略
天
皇
の
時
代
に
三
輪
山（
の
樹
木
）が
神
聖
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に

は
三
輪
山
で
行
わ
れ
る
祭
祀
に
未
婚
の
女
性
が
奉
仕
し
て
い
た（
少
な
く
と
も

『
記
』
編
者
が
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
）こ
と
が
読
み
取
れ
る（

（（
（

。
さ
ら
に
、

こ
の
う
ち
前
者
は
雄
略
天
皇
と
大
蛇
の
関
係（
史
料
13
）、
後
者
は
大
三
輪
神

に
対
す
る
衣
縫
兄
媛
の
奉
仕（
史
料
12
）と
、
そ
れ
ぞ
れ
共
通
し
て
い
る
点
で

注
目
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
12
・
13
・
14
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
く
ま

で
も
部
分
的
か
つ
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
五
世
紀
後
半
に
お
け
る
三
輪
山
祭

祀
の
あ
り
方
の
一
端
を
伝
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑵
　
特
牛

　
『
記
』『
紀
』
に
は
見
え
な
い
が
、『
本
系
牒
略
』
と
『
髙
宮
系
図
』
に
は
、

身
狭
の
子
に
特
牛
と
い
う
人
物
が
見
え
る
。
ま
ず
、『
本
系
牒
略
』
に
は
、
顕

宗
か
ら
欽
明
ま
で
七
代
の
天
皇
に
仕
え
た
と
し
、
そ
の
尻
付
に
は
「
欽
明
天
皇

元
年
四
月
辛
卯
令
二

大
神
祭
一。
之
四
月
祭
始
乎
〈
字
類
抄
〉」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、『
髙
宮
系
図
』
の
方
は
簡
略
な
記
載
に
な
っ
て
い
る

が
、
や
は
り
尻
付
の
末
尾
に
は
「
金
刺
宮
御
宇
元
年
四
年
辛
卯
令
レ
祭
二
大
神
一。

是
四
月
祭
之
始
也
」
と
あ
る
。
こ
の
「
四
月
祭
」
と
は
、
四
月
の
上
卯
の
日
に

大
神
神
社
で
執
り
行
わ
れ
る
大
神
祭（
延
喜
内
蔵
寮
式
）を
指
し
て
い
る
と
見

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
両
書
の
特
牛
の
尻
付
で
は
、
欽
明
元
年（
五
四
〇
）に
特

牛
が
大
三
輪
神
に
対
す
る
祭
祀
を
行
っ
た
こ
と
が
、
の
ち
の
大
神
祭
の
起
源
と

な
っ
た
と
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
に
対
応
す
る
記
事
は
『
記
』『
紀
』

に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

か
つ
て
『
髙
宮
系
図
』
に
着
目
し
た
和
田
萃
氏
は
、「
特
牛
に
よ
っ
て
四
月

祭（
大
神
祭
）が
開
始
さ
れ
た
と
い
う
註
記
は
、三
輪
君
に
よ
る
三
輪
山
祭
祀
が
、

欽
明
朝
に
始
ま
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
三
輪
山
に
お
け
る
祭

祀
は
大
き
く
二
段
階
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
説
を
提
唱
し
て
い
る（

（（
（

。す
な
わ
ち
、

四
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
の
三
輪
山
は
、
王
権
が
行
う
日
神
祭
祀
の
祭
場

で
あ
り
、
ま
た
国
見
儀
礼
の
舞
台
で
も
あ
っ
た
が
、
五
世
紀
後
半
に
伊
勢
神
宮

が
創
祀
さ
れ
、
日
神
祭
祀
が
伊
勢
の
地
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
三
輪
山

で
の
祭
祀
は
衰
退
・
中
断
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
大
三
輪
神
は
祟
神
と
し

て
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
六
世
紀
中
葉
に
至
り
、
三
輪
山

祭
祀
は
大
神
氏
の
手
に
よ
っ
て
祟
神
に
対
す
る
祭
祀
と
し
て
再
興
さ
れ
た
と
い

う
。
先
に
見
た
特
牛
尻
付
の
記
述
は
、
大
神
氏
に
よ
る
三
輪
山
祭
祀
へ
の
関
与

が
後
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
の
最
大
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
論
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て
和
田
氏
が
引
用
し
た
の

は
『
髙
宮
系
図
』
で
あ
り
、『
本
系
牒
略
』
に
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
そ

の
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
長
い
間
、
大
神
氏
の
系
譜
史
料
と
し
て

は
『
髙
宮
系
図
』
だ
け
が
頻
用
さ
れ
て
お
り（

（（
（

、
一
方
の
『
本
系
牒
略
』
は
最
近

ま
で
存
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
『
髙
宮
系
図
』
は
『
本
系
牒
略
』
を
修
正
・
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

両
書
に
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
載
が
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
基
礎
と
な
っ
た

『
本
系
牒
略
』
の
方
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
『
本
系
牒
略
』

に
お
け
る
特
牛
の
尻
付
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、前
述
の
通
り
そ
の
末
尾
に
は「
字

類
抄
」
と
あ
る（
傍
線
部
）。『
本
系
牒
略
』
に
は
、
同
じ
よ
う
に
尻
付
の
後
に

書
名
を
小
字
で
記
し
た
箇
所
が
頻
見
さ
れ
、こ
れ
は
出
典
を
示
す
と
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
大
田
々
根
子
の
尻
付
に
は
「
崇
神
天
皇
八
年
十
二
月
卯
日
祭
之
始

〈
書
紀
〉」
と
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
は
明
ら
か
に
『
紀
』
崇
神
八
年
十
二
月
乙
卯

条（
史
料
６
）と
指
し
て
い
る
。と
す
る
な
ら
ば『
本
系
牒
略
』の
特
牛
の
尻
付
は
、

「
字
類
抄
」に
依
拠
し
て
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の「
字
類
抄
」と
は『
色

葉（
伊
呂
波
）字
類
抄（

（（
（

』
か
、
あ
る
い
は
そ
の
も
と
に
な
っ
た
『
世
俗
字
類
抄
』

な
ど
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
同
じ
書
名
で
も
、
写
本
に
よ
っ
て
載

録
さ
れ
て
い
る
内
容
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
特
牛
の
尻
付
の
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も
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
記
述
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
検
出
で
き
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
当
該
箇
所
が
大
神
氏
の
古
い
記
録
や
伝
承
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
他
書
に
拠
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
大
神
氏
が
三
輪
山
祭
祀
に
関
与
す

る
の
が
六
世
紀
中
葉
で
あ
る
と
す
る
上
記
の
推
測
は
、
再
検
討
が
必
要
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

⑶
　
逆

　

次
に
見
え
る
大
神
氏
の
人
物
は
、
敏
達
天
皇
の
寵
臣
と
し
て
知
ら
れ
る
三
輪

君
逆
で
あ
る
。『
本
系
牒
略
』『
髙
宮
系
図
』
で
は
、
特
牛
の
子
を
逆
と
し
て
い

る
が
、
出
典
は
明
ら
か
で
な
い
。

【
史
料
11
】『
紀
』
敏
達
十
四
年（
五
八
五
）六
月
条

馬
子
宿
禰
奏
曰
、
臣
之
疾
病
、
至
レ
今
未
レ
愈
。
不
レ
蒙
二
参
宝
之
力
一、
難
レ

可
二
救
治
一。
於
是
、詔
二
馬
子
宿
禰
一
曰
、汝
可
三
独
行
二
仏
法
一。
宜
断
二
余
人
一。

乃
以
二
三
尼
一、還
二
付
馬
子
宿
禰
一。
馬
子
宿
禰
、受
而
歓
悦
。
嘆
二
未
曾
有
一、

頂
二
礼
三
尼
一。
新
営
二
精
舎
一、迎
入
供
養
。〈
或
本
云
、物
部
弓
削
守
屋
大
連
・

大
三
輪
逆
君
・
中
臣
磐
余
連
、
倶
謀
レ
滅
二
仏
法
一、
欲
下
焼
二
寺
塔
一、
并
棄
中

仏
像
上。
馬
子
宿
禰
、
諍
而
不
レ
従
。〉

【
史
料
11
】『
紀
』
敏
達
十
四
年
八
月
己
亥
条

天
皇
病
彌
留
、
崩
二
于
大
殿
一。
是
時
、
起
二
殯
宮
於
広
瀬
一。（
略
）三
輪
君

逆
、使
三
隼
人
相
二
距
於
殯
庭
一。
穴
穂
部
皇
子
、欲
レ
取
二
天
下
一。
発
憤
称
曰
、

何
故
事
二
死
王
之
庭
一、
弗
レ
事
二
生
王
之
所
一
也
。

【
史
料
18
】『
紀
』
用
明
天
皇（
五
八
六
）元
年
五
月
条

穴
穂
部
皇
子
、
欲
レ

奸
二

炊
屋
姫
皇
后
一、
而
自
強
入
二

於
殯
宮
一。
寵
臣
三

輪
君
逆
、
乃
喚
二
兵
衛
一、
重
二
璅
宮
門
一、
拒
而
勿
レ
入
。
穴
穂
部
皇
子
問
曰
、

何
人
在
レ
此
。
兵
衛
答
曰
、三
輪
君
逆
在
焉
。
七
呼
レ
開
レ
門
。
遂
不
二
聴
入
一。

於
是
、
穴
穂
部
皇
子
、
謂
三
大
臣
与
二
大
連
一
曰
、
逆
頻
無
レ
礼
矣
。
於
二
殯

庭
一
誄
曰
、
不
レ
荒
二
朝
庭
一、
浄
如
二
鏡
面
一、
臣
治
平
奉
仕
。
即
是
無
レ
礼
。

方
今
天
皇
子
弟
多
在
。
両
大
臣
侍
。
詎
得
三
恣
レ
情
、
専
言
二
奉
仕
一。
又
余

観
二

殯
内
一、
拒
不
二

聴
入
一。
自
呼
レ

開
レ

門
、
七
廻
不
レ

応
。
願
欲
レ

斬
之
。

両
大
臣
曰
、
随
レ

命
。
於
是
、
穴
穂
部
皇
子
、
陰
謀
下

王
二

天
下
一

之
事
上、

而
口
詐
在
三
於
殺
二
逆
君
一。
遂
与
二
物
部
守
屋
大
連
一、
率
レ
兵
囲
二
繞
磐
余
池

辺
一。
逆
君
知
之
、
隠
二
於
三
諸
之
岳
一。
是
日
夜
半
、
潜
自
レ
山
出
、
隠
二
於

後
宮
一。〈
謂
二

炊
屋
姫
皇
后
之
別
業
一。
是
名
二

海
石
榴
市
宮
一

也
。〉
逆
之

同
姓
白
堤
与
二

横
山
一、
言
二

逆
君
在
処
一。
穴
穂
部
皇
子
、
即
遣
二

守
屋
大

連
一
〈
或
本
云
、穴
穂
部
皇
子
与
二
泊
瀬
部
皇
子
一、相
計
而
遣
二
守
屋
大
連
一。〉

曰
、
汝
応
三

往
討
二

逆
君
并
其
二
子
一。
大
連
率
レ

兵
去
。
蘇
我
馬
子
宿
禰
、

外
聞
二
斯
計
一、
詣
二
皇
子
所
一、
即
逢
二
門
底
一。〈
謂
二
皇
子
家
門
一
也
。〉
将
レ

之
二
大
連
所
一。
時
諫
曰
、
王
者
不
レ
近
二
刑
人
一。
不
レ
可
二
自
往
一。
皇
子
不
レ

聴
而
行
。
馬
子
宿
禰
、
即
便
随
去
二
到
於
磐
余
一
、〈
行
至
二
於
池
辺
一。〉
而

切
諫
之
。
皇
子
乃
従
レ
諫
止
。
仍
於
二
此
処
一、踞
二
坐
胡
床
一、待
二
大
連
一
焉
。

大
連
良
久
而
至
。率
レ
衆
報
命
曰
、斬
二
逆
等
一
訖
。〈
或
本
云
、穴
穂
部
皇
子
、

自
行
射
殺
。〉
於
是
、
馬
子
宿
禰
、
惻
然
頽
歎
曰
、
天
下
之
乱
不
レ
久
矣
。

大
連
聞
而
答
曰
、
汝
小
臣
所
レ
不
レ
識
也
。〈
此
三
輪
君
逆
者
、
訳
語
田
天

皇
之
所
二
寵
愛
一。
悉
委
二
内
外
之
事
一
焉
。
由
レ
是
炊
屋
姫
皇
后
与
二
蘇
我
馬

子
宿
禰
一、
倶
発
恨
二
於
穴
穂
部
皇
子
一。〉

　

ま
ず
、
行
論
の
関
係
上
、
史
料
11
・
18
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
逆

が
敏
達
天
皇
の
殯
宮
を
守
衛
し
た
記
事
で
あ
る
。
史
料
11
に
は
、
逆
が
隼
人
を

率
い
て
敏
達
天
皇
の
殯
宮
を
警
護
し
た
。
そ
の
時
、
皇
位
を
狙
っ
て
い
た
穴

穂
部
皇
子
は
逆
に
対
し
て
、
な
ぜ
す
で
に
亡
く
な
っ
た
王（
敏
達
）に
奉
仕
し
、

生
き
て
い
る
王（
穴
穂
部
）に
奉
仕
し
な
い
の
か
と
憤
っ
た
、
と
あ
る
。
一
方
、

史
料
18
に
は
、
穴
穂
部
皇
子
が
炊
屋
姫
皇
后（
の
ち
の
推
古
天
皇
）を
犯
そ
う

と
、
敏
達
天
皇
の
殯
宮
に
侵
入
を
試
み
た
が
、
逆
は
兵
衛
を
率
い
て
宮
門
を
警

護
し
、
こ
れ
を
防
い
だ
。
門
の
中
に
い
る
逆
に
対
し
て
、
穴
穂
部
は
開
門
す
る

よ
う
七
回
叫
ん
だ
が
、
逆
は
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
穴
穂
部
は
蘇
我
馬
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子
と
物
部
守
屋
に
対
し
て
逆
の
無
礼
を
告
げ
、
物
部
守
屋
と
と
も
に
兵
を
率
い

て
逆
の
討
伐
に
向
か
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
逆
は
、
ま
ず
御
諸
岳（
三
輪
山
）

の
山
中
に
隠
れ
、
つ
い
で
後
宮（
炊
屋
姫
皇
后
の
別
業
）に
身
を
隠
し
た
。
し

か
し
、
同
姓
の
白
堤
・
横
山
が
逆
の
居
場
所
を
密
告
し
た
た
め
、
穴
穂
部
は
守

屋
に
逆
と
そ
の
二
人
の
子
を
殺
害
す
る
よ
う
命
じ
、
逆
の
も
と
に
再
び
軍
勢
を

向
か
わ
せ
た
。
そ
の
後
、
守
屋
が
戻
っ
て
来
て
、
逆
た
ち
を
殺
害
し
た
こ
と
を

報
告
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
蘇
我
馬
子
は
嘆
い
て
、
天
下
は
ま
も
な
く
乱
れ
る

だ
ろ
う
と
言
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
末
尾
に
は
、
逆
は
敏
達
天
皇
の
寵
愛
す
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、悉
く
内
外
の
こ
と
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
。穴
穂
部
が
逆
を
討
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
炊
屋
姫
皇
后
と
蘇
我
馬
子
は
と
も
に
穴
穂
部
を
恨
ん
だ
、

と
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
特
に
後
者
の
記
事
で
は
、逆
は
敏
達
天
皇
の「
寵
臣
」あ
る
い
は「
譯

語
田
天
皇
之
所
寵
愛
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
敏
達
天
皇
に
重
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
逆
の
死
を
聞
い
た
蘇
我
馬
子
が
、
天
下
が
乱
れ
る
こ
と
を
危

惧
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
逆
が
当
時
の
政
局
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
大
神
氏
が
台
頭
し
た
背
景
と
し
て
、

先
行
研
究
で
は
内
廷
と
の
結
び
つ
き
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に

も
触
れ
た
よ
う
に
、
敏
達
六
年（
五
七
七
）に
は
、
皇
妃
一
般
の
経
済
基
盤
と

し
て
私
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る（『
紀
』
敏
達
六
年
二
月
甲
辰
条
）。
ま
た
、
大

神
氏
の
複
姓
氏
族
の
中
に
は
、
こ
の
「
私
部
」
を
ウ
ジ
ナ
に
含
む
大
神
私
部
氏

が
見
え
る（『
続
紀
』
神
護
景
雲
二
年
二
月
壬
午
条
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
中

山
薫
氏
は
、
逆
が
私
部
の
設
置
に
関
与
し
た
と
見
て
い
る（

（（
（

。
同
じ
く
阿
部
武
彦

氏
も
、
大
神
私
部
氏
は
私
部
の
中
央
伴
造
で
あ
る
と
理
解
し
た
上
で
、
大
神
氏

は
自
ら
の
同
族
か
ら
私
部
の
管
理
者
を
輩
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
廷
と
深

い
関
係
を
結
ぶ
に
至
っ
た
と
推
測
し
て
い
る（

（（
（

。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
史
料
18
に
お
い
て
、
守
屋
の
軍
勢
の

襲
撃
を
知
っ
た
逆
が
、
炊
屋
姫
皇
后
の
別
業
に
身
を
寄
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
炊
屋
姫
皇
后
が
自
ら
に
も
関
係
す
る
私
部
の
設
置
に
尽
力
し
た
逆
を

信
頼
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
逆
を
一
時
的
に
か
く
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
と
見

ら
れ
る
。
ま
た
、
逆
は
敏
達
天
皇
か
ら
「
内
外
之
事
」
を
こ
と
ご
と
く
委
ね
ら

れ
て
い
た
と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
内
外
」
と
い
う
語
は
、
国
内
と
国
外
あ

る
い
は
内
官
と
外
官
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、た
と
え
ば『
紀
』

安
閑
元
年（
五
三
四
）七
月
辛
酉
条
に
は
「
皇
后
、
雖
三
体
同
二
天
子
一、
而
内
外

之
名
殊
隔
」
と
あ
る
よ
う
に
、
内
廷
と
外
廷
の
意
味
で
用
い
た
事
例
も
確
認
さ

れ
る
。
よ
っ
て
、
史
料
18
の
「
内
外
」
も
同
様
に
理
解
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の

こ
と
も
大
神
氏
と
内
廷
の
関
係
を
示
す
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
諸
点
を
考
え

合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
大
神
氏
は
私
部
の
設
置
を
通
じ
て
内
廷
の
経
営
に
深
く
関

わ
る
こ
と
で
、
六
世
紀
中
葉
に
台
頭
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
史
料
18
で
は
、
逆
の
居
場
所
を
密
告
し
た
人
物
と
し
て
、
白
堤（

（（
（

・
横

山
の
二
人
が
見
え
る
。
両
者
は
「
同
族
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
六
世
紀

中
葉
段
階
に
お
い
て
、
大
神
氏
は
複
数
の
系
統
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
系
統
間
で
氏
族
内
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
争
い
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　

次
に
、
史
料
11
に
は
、
仏
教
を
信
仰
す
る
こ
と
を
天
皇
か
ら
独
占
的
に
認
め

ら
れ
た
蘇
我
馬
子
が
、精
舎（
寺
院
）を
建
立
し
、三
人
の
尼
を
迎
え
入
れ
た
が
、

物
部
弓
削
守
屋
大
連
・
大
三
輪
逆
君
・
中
臣
磐
余
連
ら
が
こ
れ
に
反
抗
し
、
馬

子
の
建
立
し
た
寺
や
塔
を
焼
き
、
仏
像
を
廃
棄
し
よ
う
と
し
た
、
と
あ
る
。
こ

の
記
事
は
、い
わ
ゆ
る
崇
仏
論
争
記
事
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

仏
教
の
受
容
に
積
極
的
で
あ
っ
た
蘇
我
氏
と
、
否
定
的
で
あ
っ
た
物
部
氏
・
中

臣
氏
と
の
対
立
の
中
で
、
大
神
氏
も
後
者
に
与
し
て
い
た
と
理
解
す
る
の
が
一

般
的
で
あ
る（

（（
（

。
し
か
し
、
近
年
で
は
、
崇
仏
論
争
そ
の
も
の
の
存
在
が
疑
問
視

さ
れ
て
お
り（

（（
（

、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
大
神
氏
や
物
部
・
中
臣
両
氏
が
神
祇

祭
祀
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
『
紀
』
編
者
の
歴
史
認
識
に
も
と

づ
い
て
、
こ
れ
ら
の
氏
族
が
排
仏
派
と
し
て
一
括
記
載
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
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さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
た
し
か
に
、こ
こ
で
大
神
氏
の
氏
姓
表
記
が
「
大
三
輪
」
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
記
事
が
天
武
朝
以
降
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
史
料
11
・
18
に
は
「
三
輪
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
記
事
は
天
武
朝
以
前
に
成
立
し
た
原
史
料
に
拠
っ
て
い
る
か
、
少
な
く
と

も
史
料
11
と
は
別
の
原
史
料
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に

は
大
神
氏
が
物
部
氏
ら
と
連
携
し
て
い
た
様
子
は
見
え
ず
、先
に
見
た
よ
う
に
、

む
し
ろ
逆
は
物
部
守
屋
に
よ
っ
て
攻
め
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
炊
屋
姫

皇
后
と
蘇
我
馬
子
が
、
逆
を
討
っ
た
穴
穂
部
皇
子
を
恨
ん
だ
と
あ
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
逆
が
私
部
の
設
置
・
管
掌
を
通
じ
て
炊
屋
姫
皇
后
に
も
重
用
さ
れ

て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
皇
后
を
通
じ
て
蘇
我
馬
子
と
も
近
し
い
関
係
に
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
大
神

氏
は
物
部
氏
や
中
臣
氏
と
連
携
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
蘇
我
氏
と
密

接
な
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。少
な
く
と
も
こ
の
記
事
か
ら
、

大
神
氏
を
い
わ
ゆ
る
排
仏
派
の
氏
族
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
　
七
世
紀
代
の
大
神
氏

⑴
　
小
鷦
鷯

　

逆
の
後
に『
紀
』に
登
場
す
る
大
神
氏
の
人
物
と
し
て
は
、小
鷦
鷯
が
見
え
る
。

こ
の
人
物
は
『
本
系
牒
略
』
で
は
逆
の
弟
、『
髙
宮
系
図
』
で
は
逆
の
子
と
な
っ

て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
出
典
は
不
明
で
あ
る
。

【
史
料
19
】『
紀
』
舒
明
八
年（
六
三
六
）三
月
条

悉
劾
下
奸
二
釆
女
一
者
上、
皆
罪
之
。
是
時
、
三
輪
君
小
鷦
鷯
、
苦
二
其
推
鞫
一

刺
レ
頚
而
死
。

　

こ
の
記
事
に
は
、
釆
女
を
奸
し
た
者
の
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
際
、
小
鷦
鷯

が
そ
の
取
り
調
べ
を
苦
に
自
殺
し
た
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
無
実
の
罪
を
着

せ
ら
れ
、身
の
潔
白
を
証
明
す
る
た
め
に
自
ら
命
を
断
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。ま
た
、

逆
が
殺
害
さ
れ
て
か
ら
小
鷦
鷯
の
記
事
が
見
え
る
ま
で
、
お
よ
そ
五
十
年
に
わ

た
っ
て
大
神
氏
の
活
躍
が
全
く
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
の
死

を
契
機
と
し
て
、
大
神
氏
の
勢
力
が
衰
退
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

前
掲
し
た
史
料
18
に
は
、
穴
穂
部
皇
子
が
物
部
守
屋
に
対
し
て
「
汝
応
往
討
逆

君
并
其
二
子
」
と
命
じ
て
お
り
、
復
命
し
た
守
屋
も
「
斬
逆
等
訖
」
と
奏
上
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
逆
だ
け
で
な
く
そ
の
二
人
の
子
ま
で
も
殺
害

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
後
継
者
を
失
っ
た
こ
と
も
、
勢
力
が
低
迷

を
続
け
た
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

⑵
　
文
屋

　

小
鷦
鷯
の
次
に
見
え
る
大
神
氏
の
人
物
は
、
山
背
大
兄
王
に
仕
え
た
文
屋
で

あ
る
。『
本
系
牒
略
』
で
は
逆
の
子
、『
髙
宮
系
図
』
で
は
小
鷦
鷯
の
子
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
も
先
と
同
様
に
出
典
は
知
ら
れ
な
い
。

【
史
料
20
】『
紀
』
皇
極
二
年（
六
四
三
）十
一
月
丙
子
条

蘇
我
臣
入
鹿
、
遣
二

小
徳
巨
勢
徳
太
臣
・
大
仁
土
師
娑
婆
連
一、
掩
二

山
背

大
兄
王
等
於
斑
鳩
一。（
略
）山
背
大
兄
、
仍
取
二
馬
骨
一、
投
二
置
内
寢
一。
遂

率
二

其
妃
并
子
弟
等
一、
得
レ

間
逃
出
、
隱
二

膽
駒
山
一。
三
輪
文
屋
君
・
舎

人
田
目
連
及
其
女
・
菟
田
諸
石
・
伊
勢
阿
部
堅
経
従
焉
。（
略
）由
レ

是
、

山
背
大
兄
王
等
、
四
五
日
間
、
淹
二
留
於
山
一、
不
二
得
喫
飲
一。
三
輪
文
屋

君
、
進
而
勧
曰
、
請
、
移
二
向
於
深
草
屯
倉
一、
従
レ
茲
乗
レ
馬
、
詣
二
東
国
一、

以
二

乳
部
一

為
レ

本
、
興
レ

師
還
戦
。
其
勝
必
矣
。（
略
）於
是
、
山
背
大
兄

王
等
、
自
レ

山
還
、
入
二

斑
鳩
寺
一。
軍
将
等
即
以
レ

兵
囲
レ

寺
。
於
是
、
山

背
大
兄
王
、
使
二
三
輪
文
屋
君
一
謂
二
軍
将
等
一
曰
、
吾
起
レ
兵
伐
二
入
鹿
一
者
、

其
勝
定
之
。
然
由
二
一
身
之
故
一、不
レ
欲
レ
残
二
害
百
姓
一。
是
以
、吾
之
一
身
、

賜
二
於
入
鹿
一、
終
与
二
子
弟
妃
妾
一
一
時
自
経
倶
死
也
。

　

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
蘇
我
入
鹿
が
軍
勢
を
遣
わ
し
て
山
背
大
兄
王
を
襲
撃
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し
た
際
、
文
屋
は
山
背
大
兄
王
に
従
っ
て
宮
を
脱
出
し
、
生
駒
山
の
山
中
に
隠

れ
た
。
文
屋
は
山
背
大
兄
王
に
対
し
て
、
こ
こ
か
ら
深
草
屯
倉
を
経
由
し
て
東

国
へ
逃
れ
、
乳
部
を
集
め
て
兵
を
興
し
、
引
き
返
し
て
戦
う
こ
と
を
進
言
し
た
。

し
か
し
、
山
背
大
兄
王
は
こ
れ
を
却
下
し
、
一
行
は
斑
鳩
に
戻
っ
た
。
再
び
軍

勢
に
囲
ま
れ
た
山
背
大
兄
王
は
、
文
屋
を
通
し
て
敵
兵
に
「
自
分
が
挙
兵
す
れ

ば
必
ず
勝
つ
だ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め
に
人
々
を
傷
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

の
で
、
自
分
の
身
を
入
鹿
に
与
え
る
」
と
告
げ
さ
せ
た
後
、
一
族
・
妃
妾
と
と

も
に
自
害
し
た
と
い
う
。
文
屋
の
生
死
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は

山
背
大
兄
王
に
付
き
従
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
文
屋
は
、
山
背
大
兄
王
に
付
き
従
っ
た
臣
下
の
筆
頭
に
置
か
れ
て
い

る
。
ま
た
、
山
背
大
兄
王
の
最
期
の
言
葉
を
敵
将
に
伝
え
る
と
い
う
、
非
常
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
不
可
解
な
こ
と
に
、
同
じ
く
上
宮

王
家
滅
亡
の
様
子
を
載
せ
る
『
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
』
な
ど
に
は
、
文
屋

は
一
切
登
場
し
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
坂
本
太
郎
は
「
山
背
大
兄
王
遭

難
の
事
件
の
大
筋
に
、
三
輪
文
屋
君
の
存
在
は
必
然
の
関
係
の
な
い
こ
と
を
示

す
も
の
」
と
し
た
上
で
、
こ
の
記
事
が
大
神
氏
の
「
墓
記
」
か
ら
取
ら
れ
た
と

推
測
し
て
い
る（

（（
（

。
た
し
か
に
、
山
背
大
兄
王
と
田
村
皇
子（
の
ち
舒
明
天
皇
）

の
ど
ち
ら
が
皇
位
を
継
承
す
べ
き
か
に
つ
い
て
群
臣
が
議
論
を
行
っ
た
際
、
山

背
大
兄
王
を
推
し
た
人
物
と
し
て
は
、
境
合
部
臣
摩
理
勢
・
許
勢
臣
大
摩
呂
・

佐
伯
連
東
人
・
紀
臣
塩
手
な
ど
が
お
り
、
こ
の
ほ
か
に
三
国
王
・
桜
井
臣
和
慈

古
ら
が
山
背
大
兄
王
側
か
ら
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
が（『
紀
』
舒
明

即
位
前
紀
）、
山
背
大
兄
王
を
支
持
し
た
こ
れ
ら
の
人
々
の
中
に
文
屋
は
見
え

て
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
文
屋
が
こ
の
記
事
に
の
み
限
定
的
に
登
場
す
る

こ
と
が
分
か
る
。
坂
本
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、こ
の
記
事
は
大
神
氏
の「
墓
記
」

を
も
と
に
し
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
。

⑶
　
利
金

　

文
屋
の
次
は
、
後
述
す
る
高
市
麻
呂
の
卒
伝
に
利
金
と
い
う
人
物
が
見
え
て

い
る
。
彼
は『
本
系
牒
略
』『
髙
宮
系
図
』と
も
に
文
屋
の
子
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
出
典
は
定
か
で
な
い
。

【
史
料
21
】『
続
紀
』
慶
雲
三
年（
七
〇
六
）二
月
庚
辰
条

左
京
大
夫
従
四
位
上
大
神
朝
臣
高
市
麻
呂
卒
。
以
二

壬
申
年
功
一、
詔
贈
二

従
三
位
一。
大
花
上
利
金
之
子
也
。

　

こ
の
記
事
か
ら
、
後
述
す
る
高
市
麻
呂
は
こ
の
利
金
の
子
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
利
金
が
帯
び
て
い
る
「
大
花
上
」
は
、
大
化
五
年（
六
四
九
）に
制

定
さ
れ
、
天
智
三
年（
六
六
四
）ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
冠
位
の
第
七
等
で
あ

り（『
紀
』
大
化
五
年
二
月
条
・
天
智
三
年
二
月
丁
亥
条
）、
の
ち
の
正
四
位
に

相
当
す
る
。
こ
れ
は
、
高
市
麻
呂
の
極
位
が
従
四
位
上
・
贈
従
三
位
で
あ
る
の

と
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
。
詳
し
い
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、逆
が
殺
害
さ
れ
た
後
、

小
鷦
鷯
・
文
屋
と
振
る
わ
な
か
っ
た
大
神
氏
は
、
七
世
紀
中
葉
の
利
金
の
代
に

な
っ
て
再
び
勢
力
を
取
り
戻
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

⑷
　
子
首

　

次
に
見
え
る
の
は
、
子
首
で
あ
る
。『
本
系
牒
略
』
で
は
文
室
の
弟
で
あ
る

色
夫
の
子
、『
髙
宮
系
図
』
で
は
逆
の
弟
で
あ
る
忍
人
の
曾
孫
と
な
っ
て
い
る
。

両
書
に
見
え
る
系
譜
関
係
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
系
譜

関
係
は
不
明
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
子
首
は
大
神
氏
の
い
わ

ゆ
る
本
宗
で
は
な
く
、複
姓
氏
族
で
あ
る
大
神
真
神
田
氏
の
出
身
で
あ
る
。「
真

神
田
」
は
、
地
名
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
法
興
寺
を
建
立
し
た
地
を

「
飛
鳥
真
神
原
」
と
名
付
け
た
と
あ
る
こ
と
か
ら（『
紀
』
崇
峻
元
年（
五
八
八
）

是
年
条
）、
現
在
の
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
飛
鳥
付
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
22
】『
紀
』
天
武
元
年（
六
七
二
）六
月
甲
申
条
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（
一
五
）

越
二
大
山
一、
至
二
伊
勢
鈴
鹿
一。
爰
国
司
守
三
宅
連
石
床
・
介
三
輪
君
子
首
、

及
湯
沐
令
田
中
臣
足
麻
呂
・
高
田
首
新
家
等
、
参
二
遇
于
鈴
鹿
郡
一。
則
且

発
二
五
百
軍
一、
塞
二
鈴
鹿
山
道
一。

【
史
料
23
】『
紀
』
天
武
元
年
七
月
辛
卯
条

天
皇
遣
二
紀
臣
阿
閇
麻
呂
・
多
臣
品
治
・
三
輪
君
子
首
・
置
始
連
菟
一、
率
二

数
萬
衆
一、
自
二
伊
勢
大
山
一、
越
之
向
レ
倭
。

【
史
料
24
】『
紀
』
天
武
五
年（
六
七
六
）八
月
是
月
条

大
三
輪
真
上
田
子
人
君
卒
。
天
皇
聞
之
大
哀
。
以
二

壬
申
年
之
功
一、
贈
二

内
小
紫
位
一。
仍
謚
曰
二
大
三
輪
神
真
上
田
迎
君
一。

【
史
料
25
】『
続
紀
』
大
宝
元
年（
七
〇
一
）七
月
壬
辰
条

勅
、
親
王
已
下
、
准
二
其
官
位
一
賜
二
食
封
一。
又
壬
申
年
功
臣
、
隨
二
功
第
一

亦
賜
二
食
封
一。
並
各
有
レ
差
。
又
勅
、
先
朝
論
レ
功
行
レ
封
時
、
賜
二
村
国
小

依
百
廿
戸
、
當
麻
公
国
見
・
郡
犬
養
連
大
侶
・
榎
井
連
小
君
・
書
直
知
徳
・

書
首
尼
麻
呂
・
黄
文
造
大
伴
・
大
伴
連
馬
来
田
・
大
伴
連
御
行
・
阿
倍

普
勢
臣
御
主
人
・
神
麻
加
牟
陀
君
児
首
一
十
人
各
一
百
戸
、
若
桜
部
臣

五
百
瀬（
略
）四
人
各
八
十
戸
一。
凡
十
五
人
、
賞
雖
二
各
異
一、
而
同
居
二
中

第
一。
宜
二
依
レ
令
四
分
之
一
伝
一レ
子
。
又
皇
大
妃
・
内
親
王
及
女
王
・
嬪
封

各
有
レ
差
。

　

ま
ず
史
料
22
・
23
で
は
、
子
首
は
壬
申
の
乱
が
勃
発
し
た
際
、
伊
勢
介
と
し

て
大
海
人
皇
子
を
鈴
鹿
関
に
迎
え
、
伊
勢
か
ら
大
和
へ
侵
攻
し
て
い
る
。
こ
こ

に
は
単
に
「
三
輪
君
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
氏
族
は
も
と
は
大

神
氏
の
支
流
で
あ
り
、
壬
申
の
乱
の
後
に
複
姓
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
史
料
24
は
卒
伝
で
あ
り
、
天
武
天
皇
は
子
首
の
死
を
大
い
に
悲
ん

で
内
小
紫
位
を
追
贈
し
、「
迎
」
と
い
う
諡
を
与
え
た
と
い
う
。
こ
の
「
迎
」

と
は
、
大
海
人
皇
子
を
鈴
鹿
関
で
迎
え
た
功
績
に
由
む
名
称
と
思
わ
れ
る
。
壬

申
年
の
功
臣
と
し
て
褒
賞
を
受
け
た
人
物
は
多
い
が
、
諡
を
賜
っ
た
の
は
彼
が

唯
一
の
例
で
あ
り
、
天
武
が
子
首
の
活
躍
を
い
か
に
高
く
評
価
し
て
い
た
か
が

う
か
が
え
る
。
次
の
史
料
25
で
は
、
天
武
朝
の
論
功
行
賞
で
食
封
百
戸
を
賜
っ

た
が
、
大
宝
令
の
施
行
後
に
改
め
て
戦
功
の
査
定
が
行
わ
れ
、
四
分
の
一
を
子

に
伝
世
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
禄
令
13
功
封
条
に
は「
凡
五
位
以
上
、

以
レ
功
食
レ
封
者
、
其
身
亡
者（
略
）中
功
減
二
四
分
之
三
一
伝
レ
子
」
と
あ
り
、
大

宝
令
も
同
文
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
に
子
首
の
戦
功
が
「
中

第
」
と
さ
れ
た
の
は
、
大
宝
禄
令
に
も
と
づ
く
査
定
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る（
（（
（

。

　

ち
な
み
に
、
子
首
以
降
の
大
神
真
神
田
氏
は
、
約
二
百
年
間
に
わ
た
っ
て
史

料
上
に
見
え
ず
、
よ
う
や
く
貞
観
か
ら
仁
和
年
間
に
か
け
て
全
雄
と
良
臣
の
兄

弟
が
見
え
る
。

【
史
料
21
】『
三
代
実
録
』
貞
観
四
年（
八
六
二
）三
月
己
巳
条

右
京
人
左
大
史
正
六
位
上
眞
神
田
朝
臣
全
雄
賜
二
姓
大
神
朝
臣
一。
大
三
輪

大
田
田
根
子
命
之
後
也
。

【
史
料
21
】『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年（
八
六
三
）正
月
七
日
庚
午
条

左
大
史
大
神
朝
臣
全
雄
、（
略
）等
、
並
外
従
五
位
下
。

【
史
料
28
】『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
二
月
十
日
癸
夘
条

外
従
五
位
下
行
左
大
史
大
神
朝
臣
全
雄
為
レ
介
。

【
史
料
29
】『
三
代
実
録
』
貞
観
六
年（
八
六
四
）三
月
八
日
甲
午
条

外
従
五
位
下
行
備
後
介
大
神
朝
臣
全
雄
為
二
但
馬
介
一。

【
史
料
30
】『
三
代
実
録
』
貞
観
八
年（
八
六
六
）正
月
八
日
乙
酉
条

授
二
外
従
五
位
下
行
但
馬
介
大
神
朝
臣
全
雄
従
五
位
下
一。

【
史
料
31
】『
三
代
実
録
』
貞
観
十
年（
八
六
八
）二
月
十
七
日
辛
巳
条

散
位
従
五
位
下
大
神
朝
臣
全
雄
為
二
勘
解
由
次
官
一。

【
史
料
32
】『
三
代
実
録
』
仁
和
二
年（
八
八
六
）正
月
七
日
丁
亥
条

左
大
史
大
神
朝
臣
良
臣（
略
）並
外
従
五
位
下
。

【
史
料
33
】『
三
代
実
録
』
仁
和
二
年
正
月
十
六
日
丙
申
条

外
従
五
位
下
行
左
大
史
大
神
朝
臣
良
臣
為
二
肥
後
介
一。
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（
一
六
）

【
史
料
34
】『
三
代
実
録
』
仁
和
二
年
二
月
廿
一
日
辛
未
条

外
従
五
位
下
行
肥
前
介
大
神
朝
臣
良
臣
為
二
豊
後
介
一。

【
史
料
35
】『
三
代
実
録
』
仁
和
三
年（
八
八
七
）三
月
乙
亥
条

授
二
豊
後
介
外
従
五
位
下
大
神
朝
臣
良
臣
従
五
位
下
一。
先
レ
是
、
良
臣
向
レ

官
披
訴
。
清
御
原
天
皇
壬
申
年
入
二

伊
勢
一

之
時
、
良
臣
高
祖
父
三
輪
君

子
首
、
為
二
伊
勢
介
一
従
レ
軍
有
レ
功
、
卒
後
贈
二
内
小
紫
位
一。
古
之
小
紫
位

准
二
従
三
位
一。
然
則
、
子
首
子
孫
、
不
レ
可
レ
叙
二
外
位
一。
於
レ
是
、
下
二
外

記
一

而
考
二

実
之
一。
外
記
申
明
云
、
贈
従
三
位
大
神
朝
臣
高
市
麻
呂
・
従

四
位
上
安
麻
呂
・
正
五
位
上
狛
麻
呂
兄
弟
三
人
之
後
、
皆
叙
二
内
位
一。
大

神
引
田
朝
臣
・
大
神
楉
田
朝
臣
・
大
神
掃
石
朝
臣
・
大
神
真
神
田
朝
臣
等
、

遠
祖
雖
レ
同
、
派
別
各
異
、
不
レ
見
下
応
レ
叙
二
内
位
一
之
由
上。
加
之
、
神
亀

五
年
以
降
、
有
レ

格
、
諸
氏
先
叙
二

外
位
一、
後
預
二

内
叙
一。
良
臣
姓
大
神（

（（
（

真
神
田
朝
臣
也
。
子
首
之
後
、
至
二
于
全
雄
一、
无
下
預
二
五
位
一
者
上。
今
請

叙
二
内
一
品
、
事
乖
二
格
旨
一。
勅
、
毀
二
良
臣
及
故
兄
全
雄
外
位
告
身
一、
特

賜
二
内
階
一。

　

ま
ず
、
史
料
21
に
は
、
貞
観
四
年（
八
六
二
）に
真
神
田
朝
臣
か
ら
大
神
朝

臣
へ
改
姓
し
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
子
首
の
頃
に
は
「
君
」
姓
を
名
乗
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
貞
観
四
年
ま
で
の
間
に
「
君
」
か

ら
「
朝
臣
」
へ
改
姓
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
真
神
田
朝
臣
と

あ
る
が
、
こ
れ
は
「
大
神
」
を
省
略
し
た
に
過
ぎ
ず
、
正
式
な
氏
姓
は
「
大
神

真
神
田
朝
臣
」（
史
料
35
）で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
兄
弟
で
、
全
雄
は
正
六
位
上
→
外
従
五
位
下
→
従
五
位
下
と
昇
進
し
て

い
る
が（
史
料
21
～
31
）、
良
臣
に
は
外
従
五
位
下
が
与
え
ら
れ
て
い
る（
史
料

32
）。
そ
し
て
、
史
料
35
に
は
、
仁
和
三
年（
八
八
七
）に
外
位
を
不
服
と
し
た

良
臣
が
、
自
分
の
祖
先
で
あ
る
子
首
が
「
内
小
紫
位
」
を
賜
っ
た
こ
と
を
引
き

合
い
に
出
し
て
官
に
訴
え
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
特
に
内
階
を
賜
っ
た
こ
と
が

見
え
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
神
引
田
・
大
神
楉
田
・
大
神
掃

石
・
大
神
真
神
田
ら
四
氏
の
遠
祖
が
同
じ
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

の
「
遠
祖
」
と
は
、
史
料
21
で
大
神
真
神
田
氏
が
「
大
三
輪
大
田
田
根
子
命
之

後
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、大
田
々
根
子
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

大
神
真
神
田
氏
以
外
の
三
氏
に
つ
い
て
は
、『
記
』『
紀
』
な
ど
に
は
始
祖
に
関

す
る
記
事
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
四
氏
の
う
ち
大
神
楉
田
氏
に
つ
い
て

は
、
本
来
は
楉
田
勝
を
名
乗
っ
て
お
り（『
続
紀
』
天
平
十
二
年（
七
四
〇
）九

月
己
酉
条
・
天
平
十
三
年（
七
四
一
）閏
三
月
乙
卯
条
）、
大
神
氏
と
は
全
く
別

個
の
氏
族
で
あ
っ
た
。
楉
田
勝
が
大
神
楉
田
朝
臣
に
改
姓
し
た
の
は
、
宝
亀
七

年（
七
七
六
）と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら（『
続
紀
』
宝
亀
七
年
十
二
月
庚
戌
条
）、

こ
れ
ら
四
氏
の
間
に
見
ら
れ
る
同
祖
観
念
は
、
楉
田
氏
が
大
神
氏
の
複
姓
氏
族

に
加
わ
っ
た
後
で
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
八
世
紀

後
半
か
ら
九
世
紀
初
頭
は
氏
族
再
編
の
動
き
が
活
発
に
な
る
時
期
で
あ
る
。
こ

う
し
た
時
代
背
景
の
中
で
、
大
神
氏
に
お
い
て
も
本
宗
・
支
流
・
複
姓
氏
族
な

ど
の
再
編
が
行
わ
れ
、
大
田
々
根
子
を
介
し
た
大
神
引
田
・
大
神
楉
田
・
大
神

掃
石
・
大
神
真
神
田
ら
四
氏
の
新
し
い
同
祖
系
譜
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

⑸
　
高
市
麻
呂

　

子
首
と
並
ん
で
、
壬
申
の
乱
に
お
い
て
顕
著
な
活
躍
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
の
が
、
高
市
麻
呂
で
あ
る
。『
続
紀
』
慶
雲
三
年（
七
〇
六
）二
月
庚
辰
条

（
史
料
21
）に
見
え
る
卒
伝
か
ら
、
利
金
の
子
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
本

系
牒
略
』『
髙
宮
系
図
』
で
も
、
利
金
の
子
と
な
っ
て
い
る
。

【
史
料
31
】『
紀
』
天
武
元
年（
六
七
二
）六
月
己
丑
条

因
乃
命
二

吹
負
一

拝
二

将
軍
一。
是
時
、
三
輪
君
高
市
麻
呂
・
鴨
君
蝦
夷
等
、

及
群
豪
傑
者
、
如
レ

響
悉
會
二

将
軍
麾
下
一。
乃
規
レ

襲
二

近
江
一。
撰
二

衆
中

之
英
俊
一、
為
二
別
将
及
軍
監
一。

【
史
料
31
】『
紀
』
天
武
元
年
七
月
是
日
条
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（
一
七
）

三
輪
君
高
市
麻
呂
・
置
始
連
菟
、当
二
上
道
一、戦
二
于
箸
陵
一。
大
破
二
近
江
軍
一、

而
乗
レ
勝
、
兼
断
二
鯨
軍
之
後
一。
鯨
軍
悉
解
走
、
多
殺
二
士
卒
一。
鯨
乗
二
白

馬
一

以
逃
之
。
馬
墮
二

泥
田
一、
不
レ

能
二

進
行
一。
則
将
軍
吹
負
、
謂
二

甲
斐

勇
者
一
曰
、
其
乗
二
白
馬
一
者
、
廬
井
鯨
也
。
急
追
以
射
。
於
是
、
甲
斐
勇

者
馳
追
之
。
比
レ
及
レ
鯨
、
々
急
鞭
レ
馬
。
々
能
抜
以
出
レ
泥
。
即
馳
之
得
レ

脱
。
将
軍
亦
更
還
二
本
処
一
而
軍
之
。
自
レ
此
以
後
、
近
江
軍
遂
不
レ
至
。

【
史
料
38
】『
紀
』
朱
鳥
元
年（
六
八
六
）九
月
是
日
条

直
大
参
布
勢
朝
臣
御
主
人
、誄
二
太
政
官
事
一。
次
直
広
参
石
上
朝
臣
麻
呂
、

誄
二
法
官
事
一。
次
直
大
肆
大
三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
、
誄
二
理
官
事
一。
次
直

広
参
大
伴
宿
禰
安
麻
呂
、
誄
二

大
藏
事
一。
次
直
大
肆
藤
原
朝
臣
大
嶋
、

誄
二
兵
政
官
事
一。

【
史
料
39
】『
紀
』
持
統
六
年（
六
九
二
）二
月
乙
卯
条

是
日
、中
納
言
直
大
貳
三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
、上
レ
表
敢
直
言
、諌
下
争
天
皇
、

欲
レ
幸
二
伊
勢
一、
妨
中
於
農
時
上。

【
史
料
40
】『
紀
』
持
統
六
年
三
月
戊
辰
条

於
是
、中
納
言
三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
、脱
二
其
冠
位
一、擎
二
上
於
朝
一、重
諌
曰
、

農
作
之
節
、
車
駕
未
レ
可
二
以
動
一。

【
史
料
41
】『
続
紀
』
大
宝
二
年（
七
〇
二
）正
月
乙
酉
条

従
四
位
上
大
神
朝
臣
高
市
麻
呂
為
二
長
門
守
一。

【
史
料
42
】『
続
紀
』
大
宝
三
年（
七
〇
三
）六
月
乙
丑
条

以
二
従
四
位
上
大
神
朝
臣
高
市
麻
呂
一
為
二
左
京
大
夫
一。

　

史
料
31
・
31
は
、
壬
申
の
乱
の
記
事
で
あ
る
。
前
者
に
は
、
大
海
人
皇
子
か

ら
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
大
伴
連
吹
負
の
も
と
に
、
三
輪
君
高
市
麻
呂
・
鴨
茂
君

蝦
夷
ら
豪
傑
が
集
ま
り
、
軍
議
を
開
い
て
別
将
や
軍
監
を
任
命
し
た
、
と
あ
る
。

後
者
に
は
、
三
輪
君
高
市
麻
呂
と
置
始
連
菟
の
軍
勢
が
、
上
ッ
道
の
箸
墓
の
も

と
で
近
江
軍
の
別
将
で
あ
る
廬
井
造
鯨
の
軍
勢
と
戦
闘
に
な
り
、
こ
れ
を
大
破

し
た
。
さ
ら
に
、
勝
利
に
乗
じ
て
相
手
の
退
路
を
断
ち
、
敵
軍
に
多
く
の
被
害

を
与
え
た
。
こ
れ
以
後
、
近
江
方
の
軍
勢
が
大
和
に
攻
め
込
む
こ
と
は
な
か
っ

た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
次
の
二
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

第
一
に
、
高
市
麻
呂
は
鴨
君
蝦
夷
と
と
も
に
、
大
伴
連
吹
負
の
麾
下
に
馳
せ

参
じ
て
い
る
。
大
神
氏
と
鴨
氏
は
、『
記
』
崇
神
段（
史
料
１
）、『
紀
』
神
代

第
八
段
一
書
第
六（
前
掲
）、『
姓
氏
録
』
大
和
神
別 

賀
茂
朝
臣
条（
前
掲
）な

ど
か
ら
、
同
祖
関
係
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
両
氏
族
が
行

動
を
と
も
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
軍
事
行
動
に
お
い
て
、
氏
族
系
譜

（
同
祖
関
係
）が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

ど
の
氏
族
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
物
資
や
兵
力
を
提
供
す
る
か
、
あ
る
い
は
、

ど
の
氏
族
の
指
揮
下
に
入
っ
て
戦
闘
に
参
加
す
る
か
な
ど
、
軍
事
行
動
は
氏
族

た
ち
に
と
っ
て
自
氏
と
他
氏
と
の
関
係
性
を
最
も
明
確
に
認
識
す
る
場
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
そ
の
関
係
性
が
構
築
・
更
新
・
再
編
さ
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る（

（（
（

。
同
祖
関
係
が
形
成
さ
れ
る
契
機
に
は
、
職
掌
・
地
縁
・
血
縁
な
ど
様
々

な
事
象
が
想
定
さ
れ
る
が（

（（
（

、軍
事
行
動
と
の
関
連
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
二
に
、
高
市
麻
呂
は
上
ッ
道
の
箸
墓
付
近
で
敵
軍
と
戦
闘
し
て
い
る
。
こ

の
箸
墓
は
、
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
箸
中
に
位
置
す
る
倭
迹
迹
日
百
襲
媛
命
大

市
墓（
箸
墓
古
墳
・
箸
中
山
古
墳
）で
あ
り
、
大
神
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
大
和

国
城
上
郡
大
神
郷（
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
三
輪
）か
ら
ほ
ど
近
い
場
所
で
あ
る
。

将
軍
で
あ
る
大
伴
連
吹
負
は
、
こ
の
付
近
の
地
勢
を
よ
く
心
得
て
い
た
で
あ
ろ

う
高
市
麻
呂
を
上
ッ
道
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
戦
局
を
優
位
に
進
め
る
狙
い
が

あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
狙
い
は
的
中
し
、
高
市
麻
呂
は
敵
を
「
大
破
」
し

た
功
績
が
認
め
ら
れ
て
、
の
ち
に
「
壬
申
年
功
臣
」
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
史
料
38
は
、
天
武
天
皇
の
殯
に
お
い
て
、
高
市
麻
呂
が
理
官（
の
ち
の

治
部
省
）の
誄
を
奏
上
し
た
記
事
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
こ
こ
に
見
え

る
石
上（
物
部
）・
大
三
輪（
大
神
）・
大
伴
・
藤
原（
中
臣
）と
い
う
氏
族
構
成

は
、
順
番
は
異
な
る
も
の
の
『
紀
』
仲
哀
九
年
二
月
丁
未
条（
史
料
８
）の
中

臣
・
大
三
輪（
大
神
）・
物
部
・
大
伴
と
い
う
構
成
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
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（
一
八
）

ど
ち
ら
の
記
事
に
も
「
大
三
輪
」
と
い
う
新
し
い
氏
姓
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
８
の
記
事
は
、
天
武
朝
末
年
の
議
政
官
の
氏
族
構
成

に
も
と
づ
い
て
、『
記
』
編
纂
段
階
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。

　

史
料
39
・
40
は
、
高
市
麻
呂
が
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
を
諫
止
し
た
記
事
で

あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
『
紀
』
持
統
六
年（
六
九
二
）二
月
丁
未
条
に
は
「
詔
二

諸
官
一
曰
、
当
以
二
三
月
三
日
一、
将
レ
幸
二
伊
勢
一。
宜
下
知
二
此
意
一、
備
中
諸
衣
物
上
」

と
あ
り
、
翌
月
の
三
日
よ
り
伊
勢
行
幸
に
出
立
す
る
命
が
下
さ
れ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
高
市
麻
呂
は
、こ
の
時
期
は
農
繁
期
で
あ
る
た
め
、行
幸
を
行
う
と
人
々

の
農
作
業
の
妨
げ
に
な
る
と
し
て
、行
幸
を
中
止
す
る
よ
う
天
皇
を
諫
め
た
が
、

行
幸
の
準
備
は
そ
の
ま
ま
進
め
ら
れ
た
た
め
、行
幸
の
予
定
日
当
日
に
な
っ
て
、

高
市
麻
呂
は
位
冠
を
脱
ぎ
、
天
皇
に
捧
げ
て
重
ね
て
諫
言
し
た
。
し
か
し
、
高

市
麻
呂
の
訴
え
は
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
そ
の
三
日
後
に
は
、
持
統
天
皇
は
予
定

よ
り
遅
れ
て
伊
勢
に
出
発
し
た
と
い
う（『
紀
』
持
統
六
年
三
月
辛
未
条
）。
こ

の
遅
れ
が
高
市
麻
呂
の
諫
止
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
の
か
、
単
に
準
備
が
遅

れ
た
だ
け
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
結
果
と
し
て
諫
止
は

失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
霊
異
記
』
上
巻
二
十
五
縁
「
忠
臣
小

欲
知
足
諸
天
見
感
得
報
示
奇
事
緣
」
や
、『
今
昔
物
語
集
』
第
四
十
一
「
高
市

中
納
言
依
正
直
感
神
語
」
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
特
に
『
紀
』
と
『
霊

異
記
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
比
較
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。

　

さ
て
、
こ
の
一
件
に
お
い
て
、
高
市
麻
呂
は
「
脱
二
其
冠
位
一
、
擎
二
上
於
朝

一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
冠
を
天
皇
に
捧
げ
て
諫
奏
し
た
と
あ
る
。
と
す
る
な
ら

ば
、
最
終
的
に
そ
の
訴
え
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
史
料

に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
彼
は
事
件
後
に
中
納
言
の
職
を
辞
し

た
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
後
年
、
高
市
麻
呂
の
旧
居
の
前
を
通
っ
た

藤
原
麻
呂
が
詠
ん
だ
詩
に
「
一
旦
辞
栄
去
」（『
懐
風
藻
』
九
五
）、「
帰
去
遂
辞

官
」（『
同
』
九
六
）な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
上
記
の
よ
う
に
理
解
し
て
間

違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
大
宝
二
年
ま
で
の
十
年
間
、
彼
に
関
す
る
事

績
が
全
く
見
え
て
い
な
い
。
こ
の
空
白
の
十
年
間
、
高
市
麻
呂
は
散
位
の
よ
う

な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
が（

（（
（

、
坂
本
太
郎
は
『
万
葉
集
』

に
見
え
る
「
大
神
大
夫
」
な
る
人
物
に
注
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
万
葉

集
』
九
─
一
七
七
二
の
題
詞
に
は
「
大
神
大
夫
任
筑
紫
国
時
。
阿
部
大
夫
作

歌
一
首
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
大
神
大
夫
」
は
高
市
麻
呂
、「
阿
部
大
夫
」
は

阿
部（
布
施
）御
主
人
を
指
し
て
い
る
と
し
て
、
高
市
麻
呂
が
事
件
の
直
後
に

筑
紫
国
へ
左
遷
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
歌
が
詠

ま
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
り
、
高
市
麻
呂
が
筑
紫
国
に
赴
任
し
た
こ
と
も
史
料

に
は
見
え
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
「
大
神
大
夫
」
な
る
人
物
は
、『
万
葉
集
』

九
─
一
七
七
〇
・
一
七
七
一
の
題
詞
に
も
「
大
神
大
夫
任
二

長
門
守
一

時
、
集

二

三
輪
河
辺
一

宴
歌
二
首
」
と
見
え
る
。
こ
れ
は
「
大
神
大
夫
」
が
長
門
守
に

赴
任
す
る
際
、
三
輪
川（
初
瀬
川
）の
ほ
と
り
で
催
さ
れ
た
宴
会（
壮
行
会
）で

詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
高
市
麻
呂
は
後
述
の
よ
う
に
長
門
守
に
任
命
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら（
史
料
41
）、
こ
こ
で
い
う
「
大
神
大
夫
」
が
高
市
麻
呂
を

指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、「
大
夫
」
が
四
位
・
五
位
の
人

物
を
指
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
大
神
氏
の
中
で
は
前
述
し
た
利
金
・
子
首

や
、
後
述
す
る
安
麻
呂
・
狛
麻
呂
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
彼
ら
の
中
に
筑
紫

国
へ
赴
任
し
た
経
歴
を
持
つ
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
坂
本

が
推
測
し
た
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
九
─
一
七
七
二
に
見
え
る
「
大
神
大
夫
」

は
、
九
─
一
七
七
〇
・
一
七
七
一
と
同
じ
く
高
市
麻
呂
の
こ
と
を
指
し
て
い
る

と
見
て
間
違
い
な
い
。
彼
は
行
幸
を
諫
止
し
た
た
め
に
持
統
天
皇
の
怒
り
を
買

い
、
そ
の
直
後
か
あ
る
い
は
ほ
ど
な
く
し
て
、
筑
紫
国
へ
左
遷
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

高
市
麻
呂
が
筑
紫
国
に
何
年
と
ど
ま
っ
た
の
か
、
ま
た
別
の
官
職
に
転
じ
た

の
か
な
ど
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
大
宝
二
年（
七
〇
二
）に
長

門
守（
史
料
41
）、
翌
年
に
左
京
大
夫
に
任
命
さ
れ
て
お
り（
史
料
42
）、
よ
う

や
く
十
一
年
ぶ
り
に
中
央
政
界
へ
復
帰
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
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（
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九
）

の
ま
ま
慶
雲
三
年（
七
〇
六
）に
卒
し
て
い
る（
史
料
21
）。
史
料
41
に
は
従
四

位
上
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
官
を
辞
し
た
後
も
冠
位
は
剥
奪
さ
れ
ず
、
大
宝
令
制

定
に
と
も
な
っ
て
新
し
い
位
階
制
に
移
行
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
持

統
六
年
時
に
職
を
辞
し
た
時
点
で
す
で
に
直
大
貳（
従
四
位
上
相
当
）で
あ
り
、

か
り
に
十
年
間
で
順
当
に
昇
進
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
大
宝
二
年
に
は
従
四
位

上
よ
り
高
位
に
つ
い
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
ま
た
、
長
門
国
は
中
国
と

さ
れ
て
い
る
が（

（（
（

（
延
喜
民
部
式
）、
中
国
の
守
は
正
六
位
下
相
当（
官
位
令
12
正

六
位
条
）、
左
京
大
夫
は
正
五
位
上
相
当
で
あ
り（
官
位
令
10
正
五
位
条
）、
い

ず
れ
も
従
四
位
上
相
当
よ
り
低
い
官
職
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

彼
は
諫
止
事
件
に
よ
っ
て
筑
紫
国
に
左
遷
さ
れ
、
そ
れ
以
降
も
位
階
は
据
え
置

か
れ
た
ま
ま
、
位
階
相
当
よ
り
低
い
官
職
に
任
命
さ
れ
る
な
ど
、
官
人
と
し
て

は
不
遇
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な
っ
た
。
卒
し
た
際
に
は
「
壬
申
年
功
臣
」
と
し

て
従
三
位
が
追
贈
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
小
紫
位（
従
三
位
相
当
）を
追
贈

さ
れ
た
子
首
と
並
ん
で
、
大
神
氏
の
人
物
が
得
た
中
で
の
最
高
位
で
あ
る
。
た

だ
し
、
た
と
え
ば
『
紀
』
朱
鳥
元
年
九
月
是
日
条（
史
料
38
）で
、
と
も
に
誄

を
奏
上
し
た
人
々
の
極
位
・
極
官
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
布
勢
朝
臣
御
主
人
は

右
大
臣
・
従
二
位
、
石
上
朝
臣
麻
呂
は
正
二
位（
贈
従
一
位
）・
左
大
臣
、
大

伴
宿
禰
安
麻
呂
は
正
三
位（
贈
従
二
位
）・
大
納
言
と
な
っ
て
お
り
、
高
市
麻

呂
だ
け
が
一
段
低
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
持
統
の
伊
勢
行
幸
を
諫

止
し
た
一
件
は
、
最
後
ま
で
彼
の
官
途
に
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

で
は
、
な
ぜ
高
市
麻
呂
は
自
ら
の
冠
を
賭
し
て
ま
で
、
行
幸
の
中
止
を
求
め

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、『
紀
』
で
は
人
々
の
農
時
の
妨
げ

に
な
る
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。『
霊
異
記
』
や
『
今
昔
物
語
集
』

で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
行
幸
は
伊
勢
神
宮（
天
照
大
神
）

に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
天
皇
が
伊
勢
に
行
幸
す
る
こ
と
は
、
そ

れ
ま
で
王
権
を
守
護
し
て
き
た
大
三
輪
神
の
神
威
を
疎
ん
じ
る
こ
と
に
な
る
た

め
、
大
神
氏
と
し
て
は
到
底
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
諫
言
に
及

ん
だ
と
す
る
説
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
守
屋
俊
彦
氏
は
「
伊
勢
神
宮
祭
祀
に
対

抗
し
よ
う
と
す
る
三
輪
山
祭
祀
者
と
し
て
の
大
三
輪
氏
の
氏
族
意
識
と
エ
ゴ
イ

ズ
ム
」
が
あ
っ
た
と
す
る（

（（
（

。
ほ
か
に
も
、
西
山
氏
は
「
中
納
言
の
官
職
を
辞
し

て
強
諫
し
ま
つ
っ
た
心
は
、
先
祖
代
々
大
三
輪
の
神
の
鎮
ま
り
た
も
う
土
地
に

根
ざ
し
た
豪
族
た
る
自
覚
の
中
か
ら
生
じ
た
」
と
し（

（（
（

、
田
村
圓
澄
氏
も
「「
天

照
大
神
」
を
祭
神
と
す
る
伊
勢
神
宮
の
成
立
は
、「
倭
王
」
を
支
え
て
き
た
大

三
輪
神
＝
御
諸
山
の
役
割
が
、「
天
照
大
神
」
＝
伊
勢
神
宮
に
移
行
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
大
神
高
市
麻
呂
は
、
こ
の
事
態
に
直
面
し
、
危
惧
と
憂
慮
の
念

を
い
だ
い
た
」
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
概
略
の
み
述
べ
て
お
く

な
ら
ば
、
こ
の
事
件
の
背
後
に
大
三
輪
神
と
天
照
大
神
と
の
対
立
の
構
図
を
読

み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
三
輪
山（
大
神
神
社
）で
は
、

か
つ
て
の
よ
う
な
祭
祀
は
、
す
で
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
先
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
三
輪
山
周
辺
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る

祭
祀
遺
物
は
、
六
世
紀
中
葉
か
ら
著
し
い
減
少
傾
向
を
見
せ
る（

（（
（

。
お
そ
ら
く
こ

の
頃
か
ら
、
そ
れ
以
前
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
三
輪
山
で
の
祭
祀
は
、
の
ち
の
律

令
祭
祀
に
つ
な
が
る
形
に
変
容
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
浄
御
原
令
制
下
の

こ
と
は
不
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
約
十
年
後
に
制
定
さ
れ
た
大
宝
神
祇
令
に
は
、

大
神
神
社
で
行
わ
れ
る
祭
祀
と
し
て
鎮
花
祭
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ

る（
（（
（

。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
国
家
が
設
定
し
た
律
令
祭
祀
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
皇
祖
神
た
る
天
照
大
神
を
祭
る
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
と

同
じ
土
俵
に
載
せ
て
、
二
者
択
一
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
上
記
の
よ
う
な
「
氏
族
意
識
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
に
官
を
辞
し
た
の

で
あ
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
は
自
業
自
得
で
あ
り
、
時
代
が
下
っ
て
か
ら
「
諒
是

忠
信
之
至
。
德
儀
之
大
」（『
霊
異
記
』
上
巻
二
十
五
縁
）な
ど
と
賞
賛
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
や
は
り
、
高
市
麻
呂
は
自
氏
の
都
合
で
は
な
く
、
中
納

言
と
い
う
高
い
地
位
や
、
自
己
の
官
人
と
し
て
の
前
途
を（
結
果
的
に
）犠
牲
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（
二
〇
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に
し
て
ま
で
、
人
々
の
農
作
業
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
諫
奏
を
行
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
行
為
は
の
ち
に
説
話
化
さ
れ
、
後
世
ま
で
語

り
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
　
結
　
語

　

最
後
に
、
八
世
紀
以
降
の
人
々
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
、
ま
と
め
に
か
え

た
い
。
高
市
麻
呂
の
死
後
、
大
神
氏
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
彼
の
弟
に
あ
た

る
安
麻
呂
と
狛
麻
呂
で
あ
る
。
安
麻
呂
は
、
持
統
三
年（
六
八
九
）に
判
事
に

任
命
さ
れ
た
。
こ
の
時
は
務
大
肆
と
あ
る（『
紀
』
持
統
三
年
二
月
己
酉
条
）。

慶
雲
四
年（
七
〇
七
）に
は
、高
市
麻
呂
の
後
を
継
い
で
大
神
氏
の
氏
上
と
な
り
、

こ
の
時
は
正
五
位
下
で
あ
っ
た（『
続
紀
』
慶
雲
四
年
九
月
丁
未
条
）。
そ
の
後
、

和
銅
元
年（
七
〇
八
）に
は
摂
津
大
夫
に
任
官
さ
れ
、
こ
の
時
に
は
正
五
位
上

（『
続
紀
』
和
銅
元
年
九
月
壬
戌
条
）、和
銅
二
年（
七
〇
九
）に
は
従
四
位
下（『
続

紀
』
和
銅
二
年
正
月
丙
寅
条
）、
和
銅
七
年（
七
一
四
）に
従
四
位
上
に
ま
で
昇

進
し（

（（
（

（『
続
紀
』
和
銅
七
年
正
月
甲
子
条
）、
そ
の
月
の
終
わ
り
に
卒
し
た（『
続

紀
』
和
銅
七
年
正
月
丙
戌
条
）。
一
方
、
狛
麻
呂
は
慶
雲
元
年（
七
〇
四
）に
従

五
位
下
に
叙
せ
ら
れ（『
続
紀
』慶
雲
元
年
正
月
癸
巳
条
）、和
銅
元
年（
七
〇
八
）

に
丹
波
守（『
続
紀
』
和
銅
三
年
三
月
丙
午
条
）、
和
銅
四
年（
七
一
一
）に
は
正

五
位
下（『
続
紀
』
和
銅
四
年
四
月
壬
午
条
、）、
霊
亀
元
年（
七
一
五
）に
は
正

五
位
上
と
な
り
、
武
蔵
守
に
任
命
さ
れ
た（『
続
紀
』
霊
亀
元
年
四
月
丙
子
条
・

五
月
壬
寅
条
）。
ま
た
、
前
掲
し
た
『
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
三
月
乙
亥
条（
史

料
35
）に
も
、
高
市
麻
呂
・
安
麻
呂
・
狛
麻
呂
が
兄
弟
と
し
て
見
え
て
お
り
、

安
麻
呂
は
従
四
位
上
、
狛
麻
呂
は
正
五
位
上
と
あ
る
。

　

そ
の
後
、
大
神
氏
の
本
宗
は
忍
人
、
伊
可
保
、
三
支
、
野
主
、
千
成
へ
と
続

い
て
い
く
。『
本
系
牒
略
』『
髙
宮
系
図
』で
は
、忍
人
は
高
市
麻
呂
の
子
と
さ
れ
、

忍
人
の
子
が
伊
可
保
、
そ
の
子
が
三
支
、
そ
の
子
が
野
主
、
そ
の
子
が
千
成
と

な
っ
て
い
る
。
忍
人
は
、和
銅
五
年（
七
一
二
）に
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ（『
続

紀
』
和
銅
五
年
正
月
戊
子
条
）、
霊
亀
元
年（
七
一
五
）に
は
叔
父
の
安
麻
呂
の

後
を
受
け
て
氏
上
と
な
っ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る（『
続
紀
』
霊
亀
元
年
二
月

丙
寅
条
）。
伊
可
保
は
天
平
十
九
年（
七
四
七
）に
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
時
に
は
「
大
神
神
主
」
と
見
え
る（『
続
紀
』
天
平
十
九
年
四
月
丁
卯
条
）、

三
支
は
宝
亀
十
年（
七
七
九
）に
従
五
位
下（『
続
紀
』
宝
亀
十
年
正
月
甲
子
条
）。

野
主
は
承
和
六
年（
八
三
九
）に
従
五
位
下（『
続
後
紀
』承
和
六
年
四
月
乙
丑
条
）、

千
成
は
斉
衡
元
年（
八
五
四
）に
従
五
位
下（『
文
徳
実
録
』
斉
衡
元
年
正
月
壬

辰
条
）に
、
そ
れ
ぞ
れ
叙
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
忍
人

以
降
の
人
物
は
全
て
従
五
位
下
を
極
位
と
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
下
級
貴
族
と

し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
続
紀
』
天
平
十
九
年
四
月
丁
卯
条
に
お
い
て
、

伊
可
保
が
「
大
神
神
主
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う

に
『
本
系
牒
略
』
と
『
髙
宮
系
図
』
で
は
、
こ
の
時
期
か
ら
「
大
神
主
」
と
い

う
称
号
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。「
大
神
神
主
」
と
は
、
文
字
通
り
大
神
神
社

の
神
主
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。「
大
神
主
」
は
こ
れ
を
省
略
し
た
呼
称
で
あ
り
、

「
お
お
か
ん
ぬ
し
」
あ
る
い
は
「
お
お
み
わ
ぬ
し
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
「
大
神
主
」
は
、『
本
系
牒
略
』
で
は
忍
人
・
伊
可
保
・
三
支
に
付
さ
れ
て

い
る
。
伊
可
保
の
尻
付
に
は
「
自
伊
可
保
代
々
補
大
神
主
連
綿
不
絶
」
と
も
あ

る
が
、
こ
れ
は
『
続
紀
』
の
記
事
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、『
髙

宮
系
図
』
で
は
忍
人
か
ら
千
成
ま
で
全
員
に
「
大
神
主
」
の
肩
書
き
が
あ
り
、

中
世
以
降
の
人
物
に
も
基
本
的
に
は
継
承
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
阿

部
武
彦
氏
は
「
奈
良
時
代
の
中
期
か
ら
大
三
輪
氏
の
氏
上
は
大
神
神
主
と
し
て

神
事
に
専
念
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
国
家
も
ま
た
そ
れ
に
み
あ
う
待
遇
を
与

え
た
」
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
大
神
氏
は
八
世

紀
前
半
頃
か
ら
、
従
五
位
下
を
極
位
と
す
る
下
級
貴
族
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る

一
方
で
、
そ
の
氏
上
は
「
大
神
神
主
」
あ
る
い
は
「
大
神
主
」
を
称
し
、
大
神
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一
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神
社
の
神
職
を
本
務
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
律
令
制
下
の
大

神
神
社
に
お
い
て
は
、
鎮
花
祭
や
大
神
祭
な
ど
様
々
な
神
事
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
奉
幣
使
を
派
遣
し
て
直
接
奉
祭
す
る
の
で
は

な
く
、在
地
氏
族
を
媒
介
と
し
て
間
接
的
に
奉
幣
す
る
点
で
、前
述
し
た
大
田
々

根
子
の
説
話（
史
料
１
～
６
）に
見
ら
れ
る
祭
祀
構
造
と
の
共
通
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る（

（（
（

。
後
者
に
つ
い
て
も
、
大
神
氏
が
古
来
よ
り
執
行
し
て
き
た
祭
祀
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
大
神
氏
は
自
氏
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
、
か
つ
て
祖
先
た
ち
が
執
り
行
っ
て
き
た
三
輪
山
祭
祀（
を
継
承
す

る
神
祇
祭
祀
）に
求
め
、
い
う
な
れ
ば
原
点
へ
の
回
帰
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
し
い
時
代
へ
の
順
応
を
図
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
、
大
神
氏
が
彼
ら
に

と
っ
て
の
現
在
に
お
い
て
、
彼
ら
の
過
去（
祖
先
に
関
す
る
記
憶
・
記
録
）と

向
き
合
い
、
そ
れ
を
継
承
・
再
構
築
し
て
い
っ
た
「
歴
史
」
の
営
み
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、『
記
』『
紀
』『
続
紀
』を
中
心
に
大
神
氏
の
人
物
を
時
系
列
に
取
り
上
げ
、

そ
の
事
績
な
ど
に
つ
い
て
縷
々
述
べ
て
き
た
。
本
稿
の
よ
う
に
長
期
的
な
ス
パ

ン
を
設
定
し
、
氏
族
の
盛
衰
を
概
観
す
る
こ
と
は
、
氏
族
と
し
て
の
特
質
を
明

ら
か
に
す
る
上
で
も
、
ま
た
、
個
別
の
論
点
を
検
討
す
る
上
で
も
、
必
要
不
可

欠
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
紙
幅
の
関
係
上
、
大
田
々
根
子
の
出
自

や
系
譜
、
三
輪
山
祭
祀
の
開
始
時
期
と
展
開
過
程
、
伊
勢
行
幸
諫
止
事
件
の
背

景
な
ど
、
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
に
私
見
を
述
べ
る
に
留

め
た
。ま
た
、大
神
氏
の
中
で
も
い
わ
ゆ
る
本
宗
の
人
物
に
焦
点
を
絞
っ
た
た
め
、

支
流
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
色
夫（『
紀
』
大
化
元
年（
六
四
五
）八
月
癸
卯
条
）、

大
口（『
紀
』
大
化
二
年（
六
四
六
）三
支
月
辛
巳
条
）、
甕
穂（『
紀
』
白
雉
元
年

（
六
五
〇
）二
月
甲
申
条
）、
根
麻
呂（『
紀
』
天
智
天
皇
二
年（
六
六
三
支
）三
支

月
条
）や
、複
姓
氏
族
の
三
輪
栗
隈
氏（『
紀
』大
化
元
年（
六
四
五
）七
月
丙
子
条
）、

大
神
大
網
氏（『
続
紀
』
文
武
元
年（
六
九
七
）九
月
丙
申
条
条
）、
大
神
掃
石
氏

（『
続
紀
』神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）八
月
癸
夘
条
）な
ど
に
は
言
及
で
き
な
か
っ

た
。
こ
れ
ら
の
論
じ
残
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
別
稿
で
詳
論
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

（
１
） 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
岡
田
精
司
「
河
内
大
王
家
の
成
立
」（『
古
代
王
権
の

祭
祀
と
神
話
』
塙
書
房
、一
九
七
〇
年
、初
出
一
九
六
八
年
）、直
木
孝
次
郎
『
奈
良
』

（
岩
波
書
店
、一
九
七
一
年
）、吉
井
巌
「
崇
神
王
朝
の
始
祖
伝
承
と
そ
の
変
遷
」（『
天

皇
の
系
譜
と
神
話
』
二
、
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
、
初
出
一
九
七
四
年
）、
樋
口
清

之
「
神
体
山
の
考
古
学
的
背
景
」（
大
神
神
社
史
料
編
集
委
員
会
編
『
大
神
神
社
史
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）、
池
田
源
太
「
大
神
神
社
の
鎮
座
」（
同
）、
佐
々
木

幹
雄
「
三
輪
と
陶
邑
」（
同
）、
松
倉
文
比
古
「
御
諸
山
と
三
輪
山
」（『
日
本
書
紀

研
究
』
一
三
、
塙
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
和
田
萃
「
三
輪
山
祭
祀
の
再
検
討
」（『
日

本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
下
、
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
八
五
年
）、

寺
沢
薫
「
三
輪
山
の
祭
祀
遺
跡
と
そ
の
マ
ツ
リ
」（
和
田
萃
編
『
大
神
と
石
上
』
筑

摩
書
房
、
一
九
八
八
年
）な
ど
が
あ
る
。

（
２
） 

志
田
諄
一
「
三
輪
君
」（『
古
代
氏
族
の
性
格
と
伝
承
』
雄
山
閣
、
一
九
七
四
年
）、

阿
部
武
彦
「
大
神
氏
と
三
輪
神
」（『
日
本
古
代
の
氏
族
と
祭
祀
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
四
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）、
西
山
徳
「
律
令
制
と
大
神
神
社
」（『
大
神
神

社
史
』
前
掲
）な
ど
。

（
３
） 

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
大
神
氏
に
関
し
て
以
下
の
著
書
・
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。

拙
著
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
基
礎
的
研
究
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、

同
「『
粟
鹿
大
明
神
元
記
』
の
写
本
系
統
」（
河
野
貴
美
子
・
王
勇
編
『
東
ア
ジ
ア

の
漢
籍
遺
産
』勉
誠
出
版
、二
〇
一
二
年
）、同「
大
三
輪
神
の
神
格
と
そ
の
重
層
性
」

（『
彦
根
論
叢
』
三
九
三
、二
〇
一
二
年
）。

（
４
） 

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（
一
七
九
八
年
成
立
、
一
七
九
〇
～
一
八
二
二
年
刊
行
、

本
居
豊
頴
校
訂
・
本
居
清
造
再
訂『
本
居
宣
長
全
集
』〈
吉
川
弘
文
館
、一
九
三
七
年
〉

な
ど
に
所
収
）。

（
５
） 

「
墓
記
」
に
つ
い
て
は
、『
紀
』
持
統
二
年（
六
八
八
）十
一
月
戊
午
条
に
見
え
る
「
己

先
祖
等
所
仕
状
」
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
各
氏
の
祖
先
が
王
権
に
奉
仕
し
て
き

た
事
績
を
ま
と
め
た
祖
先
伝
承
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。
な
お
「
墓
記
」

は
『
釈
日
本
紀
』
で
は
「
纂
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
は
「
ツ
ギ
ブ

ミ（
継
文
・
続
文
）の
こ
と
で
、
氏
文
・
系
図
の
意
」
で
あ
り
、「
墓
記
・
纂
記
の
ど

ち
ら
の
場
合
も
、
氏
族
伝
承
を
記
し
た
家
記
の
類
」
と
す
る
加
藤
謙
吉
氏
の
理
解

に
従
い
た
い
。
加
藤
謙
吉
「『
日
本
書
紀
』
と
そ
の
原
史
料
」（『
日
本
史
研
究
』

四
九
八
、二
〇
〇
四
年
）参
照
。

（
６
） 

坂
本
太
郎
「
纂
記
と
日
本
書
紀
」（『
坂
本
太
郎
著
作
集
』
二
、
吉
川
弘
文
館
、
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（
二
二
）

一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
四
六
年
）。
な
お
、
坂
本
は
こ
の
論
文
で
は
「
纂
記
」
と

し
て
い
た
が
、の
ち
に
写
本
の
文
字
と
し
て
は
「
墓
記
」
が
正
し
い
と
し
、「
墓
記
」

（
墓
誌
の
類
）と
と
も
に
各
氏
族
の
祖
先
伝
承
も
提
出
さ
せ
た
と
理
解
し
た（
坂
本
太

郎
『
六
国
史
』〈『
坂
本
太
郎
著
作
集
』
三
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
初
出

一
九
七
〇
年
〉）。
し
か
し
、前
述
し
た
加
藤
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、「
墓
記
」「
纂
記
」

ど
ち
ら
の
用
字
で
も
、
家
記
の
類
と
理
解
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。

（
７
） 
「
帝
紀
」「
旧
辞
」
に
つ
い
て
は
、
前
者
を
系
譜
、
後
者
を
物
語
と
し
、
継
体
・

欽
明
朝
頃
に
原
「
帝
紀
」・「
旧
辞
」
が
成
立
し
た
と
す
る
理
解
が
広
く
行
わ
れ
て

き
た（
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
上
・
下
〈『
津
田
左
右
吉
全
集
』
一
・
二
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
〉、
初
出
一
九
四
六
・
五
〇
年
）。
し
か
し
、「
帝
紀
」・「
旧

辞
」
を
系
譜
・
物
語
に
峻
別
す
る
議
論
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
り
、ま
た
原
「
帝
紀
」・

「
旧
辞
」
が
『
記
』『
紀
』
の
原
史
料
と
さ
れ
る
ま
で
の
加
筆
・
修
正
の
過
程
に
つ

い
て
も
不
明
な
点
が
多
い
こ
と
が
、近
年
改
め
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
仁
藤
敦
史「
帝

紀
・
旧
辞
と
王
統
譜
の
成
立
」（
新
川
登
亀
男
・
早
川
万
年
編
『
史
料
と
し
て
の
『
日

本
書
紀
』』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
）な
ど
参
照
。

（
８
） 

厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
倭
迹
々
日
百
襲
姫
命
へ
の
神
憑
り
や
、
長
尾
市
に
よ
る

倭
大
国
魂
神
に
対
す
る
祭
祀
、
高
橋
邑
の
活
日
に
よ
る
神
酒
の
献
上
な
ど
、『
記
』

に
な
い
要
素
が
『
紀
』
に
は
複
数
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
記
』
の
方
が
原
形
を
留

め
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
９
） 

『
元
記
』
に
つ
い
て
は
、
是
沢
恭
三
「
粟
鹿
大
明
神
元
記
の
研
究（
一
）・（
二
）」

（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
一
四
─
三
・
一
五
─
一
、一
九
五
六
・
五
七
年
）、
同
「
但
馬

国
朝
来
郡
粟
鹿
大
明
神
元
記
に
就
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
九
、一
九
五
八
年
）、

田
中
卓
「
一
古
代
氏
族
の
系
譜
─
ミ
ワ
支
族
の
移
住
と
隆
替
─
」（『
田
中
卓
著
作

集
』
二
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
五
六
年
）、
溝
口
睦
子
『
日
本

古
代
氏
族
系
譜
の
成
立
』（
学
習
院
、一
九
八
二
年
）、拙
稿
「『
粟
鹿
大
明
神
元
記
』

の
写
本
系
統
」（
前
掲
）な
ど
参
照
。

（
10
） 

『
地
祇
本
紀
』
で
は
、
大
田
々
根
子
の
子
に
大
御
気
持
と
い
う
人
物
が
お
り
、
大

友
主
は
そ
の
子
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
大
御
気
持
に
つ
い
て
は
、
事
績

が
全
く
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
元
記
』
で
は
大
御
気
持
の
二
代
前
、『
地
祇

本
紀
』『
本
系
牒
略
』『
髙
宮
系
図
』
で
は
三
代
前
に
、
大
御
気
主
と
い
う
人
物
が

お
り
、
さ
ら
に
そ
の
一
代
前
に
は
豊
御
気
主
と
い
う
人
物
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
の

人
名
は
い
ず
れ
も
類
似
し
て
お
り
、
し
か
も
抽
象
的
な
名
義
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

大
御
気
持
は
、
大
神
氏
の
系
譜
が
整
備
さ
れ
る
際
に
豊
御
気
主
・
大
御
気
主
ら
と

と
も
に
創
作
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
元
来
は
一
つ
の
人
格
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後

か
ら
複
数
に
分
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
） 

『
本
系
牒
略
』
は
、
大
神
氏
の
後
裔
に
当
た
る
髙
宮
信
房（
一
七
六
九
～

一
八
二
三
）が
、
延
暦
か
ら
延
長
年
間
に
か
け
て
成
立
し
た
大
神
氏
の
本
系
帳
の
内

容
を
伝
え
る
原
史
料
を
も
と
に
、
六
国
史
を
は
じ
め
『
記
』『
風
土
記
』『
姓
氏
録
』

『
旧
事
本
紀
』『
令
集
解
』『
類
聚
国
史
』『
延
喜
式
』『
三
代
格
』『
日
本
紀
略
』
な

ど
を
参
照
し
て
編
纂
し
た
系
譜
史
料
で
あ
る
。
成
立
年
代
は
、
寛
政
三
～
十
一
年

（
一
七
九
一
～
九
九
）頃
と
推
定
さ
れ
る
。
拙
著
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
基
礎
的

研
究
』（
前
掲
）参
照
。

（
12
） 

『
髙
宮
系
図
』
は
、『
本
系
牒
略
』
の
編
者
で
あ
る
信
房
の
曾
孫
に
あ
た
る
髙
宮

義
房
が
、『
本
系
牒
略
』
を
修
正
・
増
補
し
て
完
成
さ
せ
た
系
譜
史
料
で
あ
る
。
成

立
年
代
は
、明
治
十
六
～
二
六
年（
一
八
八
三
～
九
三
）頃
と
推
定
さ
れ
る
。
拙
著『
日

本
古
代
氏
族
系
譜
の
基
礎
的
研
究
』（
前
掲
）参
照
。

（
13
） 

『
本
系
牒
略
』『
髙
宮
系
図
』
に
は
、
大
田
々
根
子
の
子
を
大
御
気
持
と
し
、
そ

の
子
に
大
部
主
と
い
う
人
物
が
お
り
、大
友
主
は
そ
の
大
部
主
の
子
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
大
部
主
と
大
友
主
は
と
も
に
「
お
お
と
も
ぬ
し
」
と
読
め
る
こ
と
、
大

部
主
は
『
本
系
牒
略
』『
髙
宮
系
図
』
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
大
部
主
は
こ

の
大
友
主
を
も
と
に
創
出
さ
れ
た
人
格
と
考
え
ら
れ
る
。『
紀
』
で
は
大
友
主
は
垂

仁
朝
か
ら
仲
哀
朝
に
か
け
て
活
躍
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
生
存

期
間
が
長
す
ぎ
る
と
考
え
た
後
世
の
人
物
が
、
お
そ
く
大
友
主
の
人
格
を
二
代
に

分
割
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
14
） 

こ
の
ほ
か
『
地
祇
本
紀
』
に
「
次
大
友
主
命
。
此
命
、
同
朝（
磯
城
水
籬
朝
─
筆

者
注
─
）御
世
賜
大
神
君
姓
」
と
見
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
「
大
神
」
と
い
う

後
次
的
な
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
大
神
君
」
と
い
う
ウ
ジ
ナ
と
カ
バ

ネ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
他
史
料
に
見
え
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
『
地
祇
本
紀
』
の

記
事
は
、
大
友
主
が
『
紀
』
で
最
初
に
「
大
三
輪
君
」
と
い
う
氏
姓
を
付
し
て
登

場
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
15
） 

佐
伯
有
清
「
貴
族
文
化
の
発
生
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
二 

古
代
二
、
岩
波

書
店
、
一
九
七
五
年
）、
加
藤
謙
吉
「
大
夫
制
と
大
夫
選
任
氏
族
」（『
大
和
政
権
と

古
代
氏
族
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）、
倉
本
一
宏
「
氏

族
合
議
制
の
成
立
」（『
日
本
古
代
国
家
成
立
期
の
政
権
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
九
一
年
）な
ど
。

（
11
） 

志
田
諄
一
氏
は
、こ
の
記
事
を
「
欽
明
・
敏
達
朝
ご
ろ
か
そ
れ
以
後
に
作
ら
れ
た
」

と
す
る
が
、
筆
者
は
よ
り
時
代
を
降
ら
せ
て
『
紀
』
編
纂
段
階
と
見
て
お
き
た
い
。

志
田
諄
一
「
三
輪
君
」（
前
掲
）参
照
。

（
11
） 

上
記
し
た
『
記
』『
紀
』『
姓
氏
録
』
に
見
え
る
氏
族
系
譜
は
、
形
成
さ
れ
た
時

期
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、『
紀
』
で
は
他
の
箇
所（
神
代

第
八
段
一
書
第
六
）で
も
大
神
氏
と
鴨
氏
の
同
祖
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

少
な
く
と
も
『
紀
』
編
者
は
、
こ
の
「
等
」
に
鴨
氏
を
含
め
て
理
解
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

（
18
） 

竹
本
晃
氏
は
、『
紀
』
に
お
け
る
「
始
祖
」
の
用
語
に
は
、「
一
つ
の
氏
の
『
始
祖
』」
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（
二
三
）

と
「
複
数
の
氏
の
『
始
祖
』」
の
二
種
類
が
あ
り
、「
複
数
の
氏
の
『
始
祖
』
を
作

る
こ
と
は
、
氏
と
氏
と
の
系
譜
を
結
ぶ
行
為
に
つ
な
が
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
竹

本
晃
「『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
『
始
祖
』
と
氏
」（『
古
代
文
化
』
五
八
、二
〇
〇
六

年
）。

（
19
） 

筆
者
は
以
前
、
紀
伊
国
造
の
系
譜
を
取
り
上
げ
、
氏
族
間
で
同
祖
関
係
が
形
成

さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
始
祖
が
架
上
さ
れ
て
い
く
傾
向
を
指
摘
を
し
た
こ
と
が

あ
る
。
拙
著
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
基
礎
的
研
究
』（
前
掲
）参
照
。

（
20
） 
現
在
の
石
床
神
社（
奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
越
木
塚
）に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

（
21
） 

岸
俊
男
「
光
明
立
后
の
史
的
意
義
」（『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
六
六
年
、
初
出
一
九
五
七
年
）。

（
22
） 

阿
部
武
彦
「
大
神
氏
と
三
輪
神
」（
前
掲
）。

（
23
） 

阿
部
武
彦
「
大
神
氏
と
三
輪
神
」（
前
掲
）。

（
24
） 

旧
大
和
国
城
上
郡
岩
坂
村（
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
岩
坂
）に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

並
河
永
『
大
和
志
』（
享
保
二
十
一
年
〈
一
七
三
六
〉
成
立
、正
宗
敦
夫
編
纂
校
訂
『
日

本
古
典
全
集 

五
畿
内
志
』
中
〈
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
〉
所
収
）。

（
25
） 

坂
本
太
郎
「
纂
記
と
日
本
書
紀
」（
前
掲
）。

（
21
） 

佐
々
木
幹
雄
「
三
輪
と
陶
邑
」（『
大
神
神
社
史
』
前
掲
）、同
「
続
・
三
輪
と
陶
邑
」

（『
民
衆
史
研
究
』
一
四
、一
九
七
六
年
）、
同
「
三
輪
山
祭
祀
の
歴
史
的
背
景
」（
滝

口
宏
先
生
古
希
記
念
考
古
学
論
集
編
集
委
員
会
編
『
古
代
探
叢
』
早
稲
田
大
学
出

版
部
、
一
九
七
九
年
）、
同
「
三
輪
山
出
土
の
須
恵
器
」（『
古
代
』
六
六
、一
九
七
九

年
）、
同
「
三
輪
君
氏
と
三
輪
山
祭
祀
」（『
日
本
歴
史
』
四
二
九
、一
九
八
四
年
）、

寺
沢
薫
「
三
輪
山
麓
出
土
の
子
持
勾
玉
を
め
ぐ
っ
て
」（『
大
神
神
社
境
内
地
発
掘

調
査
報
告
書
』
一
九
八
四
年
）、同
「
三
輪
山
の
祭
祀
遺
跡
と
そ
の
マ
ツ
リ
」（
前
掲
）、

小
池
香
津
江
「
三
輪
山
周
辺
の
祭
祀
遺
跡
」（
三
輪
山
文
化
研
究
会
編
『
神
奈
備
・

大
神
・
三
輪
明
神
』、
東
方
出
版
、
一
九
九
七
年
）な
ど
。

（
21
） 

大
三
輪
神
の
神
格
に
つ
い
て
は
、
池
田
源
太
「
三
輪
の
神
の
諸
形
態
と
保
護
精

霊
」（『
古
代
日
本
民
族
文
化
論
考
』
学
生
社
、
一
九
七
九
年
、
初
出
一
九
七
一
年
）、

同
「
大
神
神
社
の
鎮
座
」（『
大
神
神
社
史
』
前
掲
）、
久
田
泉
「
三
輪
山
を
め
ぐ
る

信
仰
の
重
層
性
に
つ
い
て
」（『
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
』
人
文
科
学
編 

二
八
、一
九
八
〇
年
）、
和
田
萃
「
三
輪
山
祭
祀
の
再
検
討
」（『
日
本
古
代
の
儀
礼

と
祭
祀
・
信
仰
』
下
、
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
八
五
年
）、
拙
著
「
大

三
輪
神
の
神
格
と
そ
の
重
層
性
」（
前
掲
）な
ど
参
照
。

（
28
） 

上
記
の
四
首
は
、
天
皇
と
赤
猪
子
が
互
い
に
婚
姻
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
、
あ

く
ま
で
も
比
喩
的
に
詠
ん
だ
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
歌
は
実
際
に

両
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
本
来
は
独
立
し
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
歌

謡
の
内
容
が
、
こ
の
説
話
の
時
代
設
定
や
登
場
人
物
と
全
く
無
関
係
で
あ
っ
た
と

は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
三
輪
山（
の
樹
木
）に
対
す
る
神
聖
視
や
、
そ
の
祭
祀

に
携
わ
る
女
性
へ
の
禁
忌
の
念
が
、
す
で
に
雄
略
天
皇
の
時
代
か
ら
存
在
し
て
い

た
と
、
少
な
く
と
も
『
記
』
編
者
が
認
識
し
、
そ
う
し
た
認
識
が
読
み
手
に
も
共

有
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
上
記
の
四
首
は
こ
の
説
話
に
挿
入
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（
29
） 

和
田
萃
「
三
輪
山
祭
祀
の
再
検
討
」（『
前
掲
）な
ど
。

（
30
） 

『
髙
宮
系
図
』
を
利
用
し
た
主
な
研
究
と
し
て
は
、
田
中
卓
「
豊
前
国
薦
神
社
の

創
祀
」（『
田
中
卓
著
作
集
』
一
一
─
一
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
、
初
出

一
九
九
三
年
）、溝
口
睦
子
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
成
立
』（
前
掲
）、中
野
幡
能
「
三

輪
高
宮
系
図
と
大
神
比
義
」（『
八
幡
信
仰
と
修
験
道
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
八
年
、

初
出
一
九
八
九
年
）な
ど
が
あ
る
。

（
31
） 

『
色
葉
字
類
抄
』
は
、
平
安
時
代
末
に
橘
忠
兼
が
編
纂
し
た
古
辞
書
で
あ
る
。
写

本
に
は
、
早
く
に
成
立
し
た
二
巻
本
・
三
巻
本
の
ほ
か
に
、
十
巻
本（『
伊
呂
波
字

類
抄
』）も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
改
訂
増
補
が
な
さ
れ
て
い
る
。
和
語
・
漢
語
を
第
一

拍
に
よ
っ
て
伊
呂
波
の
四
十
七
部
門
に
分
類
し
、
さ
ら
に
部
・
類
な
ど
の
下
位
項

目
を
設
定
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
諸
社
部
・
姓
氏
部
な
ど
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
大
神
氏
や
大
神
神
社
に
関
す
る
項
目
に
、
特
牛
の
尻
付
の
も
と
に
な
っ

た
記
述
が
存
在
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
32
） 

中
山
薫
「
三
輪
君
逆
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
日
本
書
紀
研
究
』
二
四
、二
〇
〇
二

年
）。

（
33
） 

阿
部
武
彦
「
大
神
氏
と
三
輪
神
」（
前
掲
）。

（
34
） 

『
大
三
輪
三
社
鎮
座
次
第
』
や
『
大
倭
神
社
註
進
状
』
に
よ
れ
ば
、
白
堤
は
率
川

神
社
を
創
祀
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
延
喜
式
神
名
帳
』
大
和
国
山
辺

郡
条
に
白
堤
神
社
が
見
え
て
お
り
、
現
在
の
白
堤
神
社（
現
在
の
奈
良
県
天
理
市
長

柄
町
）に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

（
35
） 

塚
口
義
信
「
敏
達
天
皇
と
三
輪
山
信
仰
」（
上
田
正
昭
他
編
『
三
輪
山
の
神
々
』

学
生
社
、
二
〇
〇
三
年
）な
ど
。

（
31
） 

加
藤
謙
吉
『
蘇
我
氏
と
大
和
王
権
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）、
北
條
勝

貴
「
祟
・
病
気
・
仏
神
」（
あ
た
ら
し
い
古
代
史
の
会
編
『
王
権
と
信
仰
の
古
代
史
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）な
ど
。

（
31
） 

篠
川
賢
『
物
部
氏
の
研
究
』（
雄
山
閣
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
38
） 

坂
本
太
郎
「
纂
記
と
日
本
書
紀
」（
前
掲
）。

（
39
） 

佐
藤
信
「「
壬
申
功
封
」
と
大
宝
令
功
封
制
の
成
立
」（『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木

簡
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）。

（
40
） 
こ
こ
で
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
よ
る
。
そ
の
頭
注
に
は
「
姓
大
神
、
原
作

大
姓
、
今
従
印
本
」
と
あ
る
が
、
佐
伯
有
清
氏
は
「
大
」
を
「
本
」
の
誤
字
と
見

て
「
本
姓
真
神
田
朝
臣
」
と
し
、良
臣
ら
は
あ
く
ま
で
も
「
真
神
田
朝
臣
」
で
あ
り
、
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（
二
四
）

「「
大
神
」
を
冠
し
て
い
な
く
て
も
差
し
障
り
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る（
佐
伯
有
清

『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
証
編
四
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）。
し
か
し
、

史
料
24
で
子
首
は
「
大
三
輪
真
上
田
子
人
君
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
後
裔
で
あ
る
良
臣
も
正
式
に
は
「
大
神
真
神
田
朝
臣
」
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る

の
が
妥
当
で
あ
る
。

（
41
） 
た
と
え
ば
、
史
料
31
に
見
え
る
甲
斐
勇
者
は
、
甲
斐
国
造
に
関
係
す
る
氏
族
の

出
身
者
で
あ
り
、
壬
申
の
乱
以
前
か
ら
大
伴
氏
と
の
関
係
を
構
築
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
拙
著
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
基
礎
的
研
究
』（
前
掲
）参
照
。

（
42
） 

溝
口
睦
子
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
成
立
』（
前
掲
）参
照
。

（
43
） 

黒
沢
幸
三
「
霊
異
記
説
話
の
成
立
事
情
」（『
同
志
社
国
文
学
』
二
、一
九
六
七
年
）、

守
屋
俊
彦
「
上
巻
第
二
十
五
縁
考
」（『
日
本
霊
異
記
の
研
究
』
三
弥
井
書
店
、

一
九
七
四
年
、初
出
一
九
六
八
年
）、阿
部
猛
「
大
神
高
市
万
呂
伝
」（『
日
本
歴
史
』

二
四
二
、一
九
六
八
年
）、
倉
本
一
宏
「『
日
本
霊
異
記
』
の
大
神
高
市
麻
呂
説
話
を

め
ぐ
っ
て
」（
小
峰
和
明
・
篠
川
賢
編
『
日
本
霊
異
記
を
読
む
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
四
年
）な
ど
。

（
44
） 

土
佐
秀
里
「
大
神
高
市
麻
呂
の
復
権
」（『
国
文
学
研
究
』
一
二
八
、一
九
九
九
年
）。

（
45
） 

坂
本
太
郎
「
大
神
氏
と
万
葉
集
」（『
坂
本
太
郎
著
作
集
』
四
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
七
〇
年
）。

（
41
） 

『
紀
』
天
武
五
年（
六
七
六
）正
月
甲
子
条
に
は
「
詔
曰
、
凡
任
二
国
司
一
者
、
除
二

畿
内
及
陸
奥
・
長
門
国
一、
以
外
皆
任
二
大
山
位
下
人
一
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
長

門
国
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
大
国
の
守
が
従
五
位

上
相
当
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も（
官
位
令
11
従
五
位
条
）、
長
門
守
へ
の
任
官

が
従
四
位
上
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
41
） 

守
屋
俊
彦
「
上
巻
第
二
十
五
縁
考
」（
前
掲
）。

（
48
） 

西
山
徳
「
律
令
制
と
大
神
神
社
」（
前
掲
）。

（
49
） 

田
村
圓
澄
『
伊
勢
神
宮
の
成
立
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）。

（
50
） 

佐
々
木
幹
雄
「
三
輪
と
陶
邑
」（
前
掲
）、
寺
沢
薫
「
三
輪
山
の
祭
祀
遺
跡
と
そ

の
マ
ツ
リ
」（
前
掲
）、
小
池
香
津
江
「
三
輪
山
周
辺
の
祭
祀
遺
跡
」（
前
掲
）な
ど
。

（
51
） 

『
令
集
解
』
神
祇
令
３
季
春
条
に
は
「
鎮
花
祭
。
謂
、
大
神
狭
井
二
祭
也
。
在
二

春
花
飛
散
之
時
一、
疫
神
分
散
而
行
レ
癘
。
為
二
其
鎮
遏
一。
始
有
二
此
祭
一。
故
曰
二
鎮

花
一。
釈
云
、
大
神
狭
井
二
処
祭
。
大
神
者
、
祝
部
請
二
受
神
祇
官
幣
帛
一
祭
之
。
狭

井
者
、
大
神
之
麁
御
霊
也
。
此
祭
之
、
花
散
之
時
、
神
共
散
而
行
レ
疫
已
。
為
レ
止
二

此
疫
一
祭
之
也
。
古
記
无
レ
別
」
と
あ
る
。

（
52
） 

『
本
系
牒
略
』
や
『
髙
宮
系
図
』
に
は
、
和
銅
七
年
に
兵
部
卿
で
あ
っ
た
こ
と
が

見
え
る
が
、
出
典
は
不
明
で
あ
る
。

（
53
） 

阿
部
武
彦
「
大
神
氏
と
三
輪
神
」（
前
掲
）。

（
54
） 

藤
森
馨
「
神
祇
令
祭
祀
と
大
神
祭
祀
」（『
神
道
宗
教
』
二
一
〇
、二
〇
〇
八
年
）、

同
「
鎮
花
祭
と
三
枝
祭
の
祭
祀
構
造
」（『
神
道
宗
教
』
二
一
一
、二
〇
〇
八
年
）。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
Ｃ
「
日
本
古
代
の
国
造
制
と
地
域
社
会

の
総
合
的
研
究
─
国
造
制
研
究
支
援
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
─
」（
課
題
番
号

二
二
五
二
〇
六
八
九
）の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Clan Development of the Oomiwa-Uji family from the 
fifth century to the eighth century

Masanobu　Suzuki

The Oomiwa-Uji is an ancient family who performed religious services on Mt. Miwa 
under the Yamato sovereignty. An enormous amount of research has been built up about 
this family in various fields of study. However, there are few works that take the general 
development of the family as a central theme of research. Therefore, in this article, I 
analyze the achievements of the people of the family and the development of the family in 
chronological order. 
As a result, I clarify the achievements of the people of the family from the fifth century 

to the eighth century. First, I describe fictitious people of the Oomiwa-Uji clan, namely 
Ootataneko, Ootomonushi, and Iwatoko. Second, I look at the people from the fifth century 
to the sixth century: Musa, Kotohi and Sakau. Third, I describe the people from the early to 
middle seventh century, namely Osazaki, Funya and Togane. Fourth, I talk about the people 
in the late seventh century, Koobito and Takechimaro.
This paper covers a long-term span, and traces the ups and downs of the family. Such an 

approach is essential to clarify the characteristics of the family. In the article, I offer my 
personal opinions about the blood relationships and the genealogy of Ootataneko, the date 
of origin and development process of the Mt. Miwa religious services, and the reason why 
Takechimaro remonstrated against the Emperor’s going to Ise. I hope to discuss these 
points in greater detail in my next article.




